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1 第1章　総　則 第１章 総則 第1章　総　則
2 第1条（目的） （目的） （目的） ③ 2021-6

3

この規約は、秦野南が丘もくせい西住宅の管理又は使用に関する事項
等について定めることにより、団地建物所有者の共同の利益を増進し、
良好な住環境を確保することを目的とする。

第１条 この規約は、○○団地の管理又は使用に関する事項等について定
めることにより、団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境
を確保することを目的とする。

第１条 この規約は、秦野南が丘もくせい西住宅の管理又は使用に関す
る事項等について定めることにより、団地建物所有者の共同の利益を増
進し、良好な住環境を確保することを目的とする。

③ 2021-6

4 第2条（定義） （定義） （定義） ② 2021-5

5
この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。
第２条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。

第２条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。 変更無し

6
一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」
という。）第2条第1項の区分所有権をいう。

一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９
号。以下「区分所有法」という。）第２条第１項の区分所有権をいう。

一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９
号。以下「区分所有法」という。）第2条第1項の区分所有権をいう。 ② 2021-5

7 二　区分所有者　区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。 二 区分所有者 区分所有法第２条第２項の区分所有者をいう。 二　区分所有者　区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。 変更無し
8 三　団地建物所有者　区分所有法第65条の団地建物所有者をいう。 三 団地建物所有者 区分所有法第６５条の団地建物所有者をいう。 三　団地建物所有者　区分所有法第65条の団地建物所有者をいう。 変更無し
9 四　占有者　区分所有法第6条第3項の占有者をいう。 四 占有者 区分所有法第６条第３項の占有者をいう。 四　占有者　区分所有法第6条第3項の占有者をいう。 変更無し
10 五　専有部分　区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。 五 専有部分 区分所有法第２条第３項の専有部分をいう。 五　専有部分　区分所有法第２条第３項の専有部分をいう。 変更無し

11
六 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分（以下「棟の共用部
分」という。）及び区分所有法第67条第1項の団地共用部分（以下「団
地共用部分」という。）をいう。

六　共用部分　区分所有法第２条第４項の共用部分（以下「棟の共用部
分」という。）及び区分所有法第６７条第１項の団地共用部分（以下
「団地共用部分」という。）をいう。

六　共用部分　区分所有法第２条第４項の共用部分（以下「棟の共用部
分」という。）及び区分所有法第６７条第１項の団地共用部分（以下
「団地共用部分」という。）をいう。

変更無し

12 七　土地　区分所有法第65条の建物の土地をいう。 七　土地　区分所有法第６５条の土地をいう。 七　土地　区分所有法第６５条の土地をいう。 ② 2021-5
13 八　共用部分等　共用部分及び附属施設をいう。 八　共用部分等　共用部分及び附属施設をいう。 八　共用部分等　共用部分及び附属施設をいう。 変更無し

14
九 専用使用権 土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物
所有者が排他的に使用できる権利をいう。

九　専用使用権　土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物
所有者が排他的に使用できる権利をいう。

九　専用使用権　土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物
所有者が排他的に使用できる権利をいう。 変更無し

15
十 専用使用部分 専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等
の部分をいう。

十　専用使用部分　専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等
の部分をいう。

十　専用使用部分　専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等
の部分をいう。 変更無し

16
十一 規約設定公正証書 区分所有法第32条及び第67条第2項の公正証
書をいう。

（削除）
② 2021-5

17

十一　電磁的方法　電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の技術を利用する方法であって次に定めるものをいう。
イ　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機と
を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、
当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ　磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記
録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録した
もの（以下「電磁的記録」という。）を交付する方法

十一　電磁的方法　電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の技術を利用する方法であって次に定めるものをいう。
イ　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機と
を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、
当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ　磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記
録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録した
もの（以下「電磁的記録」という。）を交付する方法

② 2021-5

18

十二　WEB会議システム等　電気通信回線を介して、即時性及び双方向
性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をい
う。

十二　WEB会議システム等　電気通信回線を介して、即時性及び双方向
性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をい
う。

② 2021-5

19 第3条（規約及び団地総会の決議の遵守義務） （規約及び団地総会の決議の遵守義務） （規約及び団地総会の決議の遵守義務） ⑤ 2021-8

20

団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約、諸細
則及び区分所有法第65条の集会（以下「団地総会」という）の決議を誠
実に遵守しなければならない。

第３条 団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及
び区分所有法第６５条の集会（以下「団地総会」という。）の決議を誠
実に遵守しなければならない。

第３条 団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及
び区分所有法第６５条の集会（以下「団地総会」という。）の決議を誠
実に遵守しなければならない。

⑤ 2021-8

21
2 団地建物所有者は、同居する者に対してこの規約、諸細則及び団地
総会の決議を遵守させなければならない。

２ 団地建物所有者は、同居する者に対してこの規約及び団地総会の決議
を遵守させなければならない。

２ 団地建物所有者は、同居する者に対してこの規約及び団地総会の決議
を遵守させなければならない。 ⑤ 2021-8

22 第4条（対象物件の範囲） （対象物件の範囲） （対象物件の範囲） ① 2021-4

23

この規約の対象となる物件の範囲は、別表1及び別表2に記載された土
地、建物及び附属施設（以下「対象物件」という。）とする。

第４条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第１に記載された土
地、建物及び附属施設（以下「対象物件」という。）とする。

第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表1及び別表2に記載さ
れた土地、建物及び附属施設（以下「対象物件」という。）とする。 変更無し

24 第5条（規約及び団地総会の決議の効力） （規約及び団地総会の決議の効力） （規約及び団地総会の決議の効力） ① 2021-4
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25
　この規約及び団地総会の決議は、団地建物所有者の包括承継人及び特
定承継人に対しても、その効力を有する。

第５条 この規約及び団地総会の決議は、団地建物所有者の包括承継人及
び特定承継人に対しても、その効力を有する。

第５条 この規約及び団地総会の決議は、団地建物所有者の包括承継人及
び特定承継人に対しても、その効力を有する。 変更無し

26
2　占有者は、対象物件の使用方法につき、団地建物所有者がこの規約
及び団地総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

２ 占有者は、対象物件の使用方法につき、団地建物所有者がこの規約及
び団地総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

２ 占有者は、対象物件の使用方法につき、団地建物所有者がこの規約及
び団地総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 変更無し

27 第6条（管理組合） （管理組合） （管理組合） ① 2021-4

28

団地建物所有者は、第1条に定める目的を達成するため、団地建物所
有者全員をもって秦野南が丘もくせい西住宅管理組合（以下「管理組
合」という。）を構成する。

第６条 団地建物所有者は、区分所有法第６５条に定める団地内の土地、
附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体として、第１
条に定める目的を達成するため、団地建物所有者全員をもって○○団地
管理組合（以下「管理組合」という。）を構成する。

第６条 団地建物所有者は、区分所有法第６５条に定める団地内の土
地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体として、
第1条に定める目的を達成するため、団地建物所有者全員をもって秦野
南が丘もくせい西住宅管理組合（以下「管理組合」という。）を構成す
る。

① 2021-4

29 2　管理組合は、事務所を対象物件内に置く。 ２ 管理組合は、事務所を○○内に置く。 2　管理組合は、事務所を対象物件内に置く。 変更無し

30
3　管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。 ３ 管理組合の業務、組織等については、第６章に定めるところによる。 3　管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。

変更無し

31 第2章　専有部分等の範囲 第２章 専有部分等の範囲 第２章 専有部分等の範囲
32 第7条（専有部分の範囲） （専有部分の範囲） （専有部分の範囲） ③ 2021-6

33

対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付し
た住戸及び当該住戸附属専用設備（以下「住戸部分」という。）とす
る。

第７条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を
付した住戸とする。

第７条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を
付した住戸とする。 ③ 2021-6

34
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のと
おりとする。

２ 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとお
りとする。

２ 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとお
りとする。 変更無し

35 （1）天井、床及び壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする。 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 変更無し
36 （2）玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 変更無し
37 （3）窓枠，網戸及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 三 窓枠，網戸及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 変更無し

37_2
四 玄関扉に隣接する玄関ポーチ灯、表札およびセキュリティシステムの
玄関子機を専有部分とする。

37_3 五 セキュリティシステム各戸親機の基板以外の部分を専有部分とする。

38
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内に
ある部分以外のものは、専有部分とする。

３ 第１項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち棟の共用部分
内にある部分以外のものは、専有部分とする。

３ 第１項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち棟の共用部分
内にある部分以外のものは、専有部分とする。 ③ 2021-6

39 第8条（共用部分の範囲） （共用部分の範囲） （共用部分の範囲） ① 2021-4

40
　対象物件のうち共用部分の範囲は、別表2に掲げるとおりとする。 第８条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第２に掲げるとおりとす

る。
第８条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表２に掲げるとおりとす
る。 変更無し

41
2 前項の建物の共用部分のうち、区分所有法第32条及び第67条第2項に
基づく共用部分は、規約設定公正証書に特定する。

(削除）
① 2021-4

42 第3章　土地、共用部分及び附属施設の共有 第３章 土地及び共用部分等の共有 第3章　土地、共用部分及び附属施設の共有
43 第9条（共有） （共有） （共有） ③ 2021-6

44

対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者
の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。

第９条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所
有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。

第９条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所
有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。 変更無し

45 第10条（共有持分） （共有持分） （共有持分） ⑦ 2022-1

46
各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表3に掲げると

おりとする。
第１０条 各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表第３に
掲げるとおりとする。

第１０条　各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表3に
掲げるとおりとする。 変更無し

47
2 専有部分の床面積の計算は、壁芯計算（界壁の中心線で囲まれた部
分の面積を算出する方法をいう。）によるものとし、別表4に掲げると
おりとする。

2 専有部分の床面積の計算は、壁芯計算（界壁の中心線で囲まれた部
分の面積を算出する方法をいう。）によるものとし、別表3に掲げると
おりとする。

⑦ 2022-1

48 第11条（分割請求及び単独処分の禁止） （分割請求及び単独処分の禁止） （分割請求及び単独処分の禁止） ① 2021-4
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49
団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割を請求

することはできない。
第１１条 団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割
を請求することはできない。

第１１条 団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割
を請求することはできない。 変更無し

50

2 団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等
の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならな
い。

２ 団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等の
共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

２ 団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等の
共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。 変更無し

51 第4章　用　法 第４章 用法 第4章　用　法
52 第12条（専有部分の用途） （専有部分の用途） （専有部分の用途） ⑨ 2022-3

53
団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものと

し、他の用途に供してはならない。
第１２条 団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するも
のとし、他の用途に供してはならない。

第１２条 団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するも
のとし、他の用途に供してはならない。 変更無し

54

2 以下の用途は前項に定める住宅としての使用にはあたらないものとす
る。ただし、理事会の議決を経て理事長が承認する場合はこの限りでは
ない。

２ 団地建物所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第３条第１項の届
出を行って営む同法第２条第３項の住宅宿泊事業に使用してはならな
い。

2 以下の用途は前項に定める住宅としての使用にはあたらないものとす
る。ただし、理事会（第５３条に定める理事会をいう。以下同じ。）の
議決を経て理事長（第３７条に定める理事長をいう。以下同じ。）が承
認する場合はこの限りではない。

⑨ 2022-3

55

一．１つの専有部分を別個の契約により複数人に賃貸すること。なお、
１つの賃貸借契約であっても居住者間で家賃の収受を行う場合は別個の
契約とみなす。

一．１つの専有部分を別個の契約により複数人に賃貸すること。なお、
１つの賃貸借契約であっても居住者間で家賃の収受を行う場合は別個の
契約とみなす。

変更無し

56 二．専有部分を不特定者の宿泊に供すること。 二．専有部分を不特定者の宿泊に供すること。 変更無し
57 三．専有部分を１ケ月未満の契約により賃貸すること。 三．専有部分を１ケ月未満の契約により賃貸すること。 変更無し
58 第13条（土地及び共用部分等の用法） （土地及び共用部分等の用法） （土地及び共用部分等の用法） ③ 2021-6

59
団地建物所有者は、土地及び共用部分等を細則もしくはそれぞれの通

常の用法に従って使用しなければならない。
第１３条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等をそれぞれの通常の用
法に従って使用しなければならない。

第１３条　団地建物所有者は、土地及び共用部分等をそれぞれの通常の
用法に従って使用しなければならない。 ③ 2021-6

60 第14条（バルコニー等の専用使用権） （バルコニー等の専用使用権） （バルコニー等の専用使用権） ⑤ 2021-8

61

団地建物所有者は、別表5に掲げるバルコニー、ポーチ、門扉、玄関
扉、窓枠、窓ガラス、1階に面する庭、専用テラス、ルーフバルコニー
及びサービスコート（以下この条、第21条及び別表5において「バルコ
ニー等」という。）について、同表に掲げる区分所有者が、専用使用権
を有することを承認する。

第１４条 団地建物所有者は、別表第４に掲げるバルコニー、玄関扉、窓
枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス（以下この条、第２１条
第１項及び別表第４において「バルコニー等」という。）について、同
表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。

第１４条 団地建物所有者は、別表4に掲げるバルコニー、玄関ポーチ、
玄関扉、窓枠、窓ガラス、網戸、1階に面する庭、専用テラス、ルーフ
バルコニー及びサービスコート（以下この条、第21条及び別表4におい
て「バルコニー等」という。）について、同表に掲げる区分所有者が、
専用使用権を有することを承認する。

⑤ 2021-8

62
2 バルコニー等について専用使用権を有している者は、別表6の定めに
より、管理組合へ使用料を納入しなければならない。

２ 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めると
ころにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。

2 バルコニー等について専用使用権を有している者は、別表5の定めに
より、管理組合へ使用料を納入しなければならない。 変更無し

63

3 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所
有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。

３ 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有
者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。

3 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所
有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。 変更無し

64 第15条（駐車場等の専用使用権） （駐車場の使用） （駐車場等の専用使用権） ③ 2021-6

65

団地建物所有者は、駐車場及びバイク置場（以下「駐車場等」とい
う。）について管理組合が特定の団地建物所有者に対し駐車場等使用契
約により専用使用権を設定することを承認する。

第１５条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の団地建物
所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

第１５条 団地建物所有者は、駐車場及びバイク置場（以下「駐車場
等」という。）について管理組合が特定の団地建物所有者に対し駐車場
等使用契約により専用使用権を設定することを承認する。

変更無し

66
2 駐車場等について専用使用権を有している者は、別表6の定めによ
り、管理組合へ使用料を納入しなければならない。

２ 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管
理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。

2 駐車場等について専用使用権を有している者は、別表5の定めによ
り、管理組合へ使用料を納入しなければならない。 変更無し

67

3 団地建物所有者がその所有する専有部分を他の団地建物所有者又は
第三者に譲渡又は貸与したときは、その団地建物所有者の駐車場等の専
用使用権は消滅する。

３ 団地建物所有者がその所有する専有部分を、他の団地建物所有者又は
第三者に譲渡又は貸与したときは、その団地建物所有者の駐車場使用契
約は効力を失う。

3 団地建物所有者がその所有する専有部分を他の団地建物所有者又は
第三者に譲渡又は貸与したときは、その団地建物所有者の駐車場等の専
用使用権は消滅する。

変更無し

68
4 前項にかかわらず、当該譲渡又は貸与の相手方が同居人であるとき
は、当該同居人は当該駐車場等を専用使用することができる。

4 前項にかかわらず、当該譲渡又は貸与の相手方が同居人であるとき
は、当該同居人は当該駐車場等を専用使用することができる。 変更無し

69
5 空き駐車場等が発生した場含、管理組合は公平な方法により、使用
者を決定し使用契約を締結する。

5 空き駐車場等が発生した場含、管理組合は公平な方法により、使用
者を決定し使用契約を締結する。 変更無し

70 第16条（共用部分等の第三者の使用） （土地及び共用部分等の第三者の使用） （土地及び共用部分等の第三者の使用） ③ 2021-6
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71

管理組合は、管理事務室、管理用倉庫その他対象物件の管理の執行上
必要な施設を、管理業務を受託し又は請負った者に使用させることがで
きる。

第１６条 管理組合は、次に掲げる土地及び共用部分等の一部を、それぞ
れ当該各号に掲げる者に使用させることができる。

第１６条 管理組合は、次に掲げる土地及び共用部分等の一部を、それぞ
れ当該各号に掲げる者に使用させることができる。 ③ 2021-6

72

一 管理事務所、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要
な施設 管理事務（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成
１２年法律第１４９号。以下「適正化法」という。）第２条第六号の
「管理事務」をいう。）を受託し、又は請け負った者

一 管理事務所、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要
な施設 管理事務（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成
１２年法律第１４９号。以下「適正化法」という。）第２条第六号の
「管理事務」をいう。）を受託し、又は請け負った者

③ 2021-6

73
二 電気室 対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業
者

二 電気室 対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業
者 ③ 2021-6

74 三 ガスガバナー 当該設備を維持し、及び運用する事業者 三 ガスガバナー 当該設備を維持し、及び運用する事業者 ③ 2021-6
74.2 四 電気通信 当該設備を設置・維持し、及び運用する事業者 ③ 2021-6

75

2 前項のほか、管理組合は、団地総会の決議を経て、土地及び共用部
分等（駐車場及び専用使用部分を除く。）の一部について、第三者に使
用させることができる。

２ 前項に掲げるもののほか、管理組合は、団地総会の決議を経て、土地
及び共用部分等（駐車場及び専用使用部分を除く。）の一部について、
第三者に使用させることができる。

２ 前項に掲げるもののほか、管理組合は、団地総会の決議を経て、土地
及び共用部分等（駐車場及び専用使用部分を除く。）の一部について、
第三者に使用させることができる。

③ 2021-6

76 第17条（専有部分の修繕等） （専有部分の修繕等） （専有部分の修繕等） ⑨ 2022-3

77

団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を
行おうとするときは、あらかじめ、理事長（第40条に定める理事長をい
う。以下同じ。）にその旨を申請し、書面による承認を受けなければな
らない。

第１７条 団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又
は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」とい
う。）であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある
ものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長（第３７条に定める理
事長をいう。以下同じ。）にその旨を申請し、書面又は電磁的方法によ
る承認を受けなければならない。

第１７条 団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又
は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」とい
う。）であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある
ものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書
面又は電磁的方法による承認を受けなければならない。修繕等に関する
諸手続きと注意事項は、細則に定めるところによる。

③ 2021-6

78
2 前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及び工程
表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。

２ 前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及び工程表
を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。

２ 前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及び工程表
を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。 変更無し

79

3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとすると
き、又は不承認としようとするときは、理事会（第53条に定める理事会
をいう。以下同じ。）の決議を経なければならない。

３ 理事長は、第１項の規定による申請について、理事会（第５３条に定
める理事会をいう。以下同じ。）の決議により、その承認又は不承認を
決定しなければならない。

３ 理事長は、第１項の規定による申請について、理事会の決議により、
その承認又は不承認を決定しなければならない。 ⑨ 2022-3

80

4 第1項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内にお
いて、専有部分の修繕等に係る棟の共用部分の工事を行うことができ
る。

４ 第１項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内にお
いて、専有部分の修繕等に係る棟の共用部分の工事を行うことができ
る。

４ 第１項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内にお
いて、専有部分の修繕等に係る棟の共用部分の工事を行うことができ
る。

変更無し

81

5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内にお
いて、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この
場合において、団地建物所有者は、正当な理由がなければこれを拒否し
てはならない。

５ 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内におい
て、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場
合において、団地建物所有者は、正当な理由がなければこれを拒否して
はならない。

５ 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内におい
て、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場
合において、団地建物所有者は、正当な理由がなければこれを拒否して
はならない。

変更無し

82

６ 第１項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により棟の共用部
分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した団地建
物所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。

６ 第１項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により棟の共用部
分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した団地建
物所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。

③ 2021-6

83

７ 団地建物所有者は、第１項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者
の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施
中における棟の共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が
事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理
事長にその旨を届け出なければならない。

７ 団地建物所有者は、第１項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者
の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施
中における棟の共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が
事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理
事長にその旨を届け出なければならない。

③ 2021-6

84 6 修繕等に関する諸手続きと注意事項は、細則に定めるところによる。 （削除） ③ 2021-6

85 第18条（諸細則） （使用細則） （使用細則） ① 2021-4

86 　対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 第１８条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとす
る。

第１８条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとす
る。

① 2021-4

87 第19条（専有部分の貸与） （専有部分の貸与） （専有部分の貸与） ① 2021-4
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88
　団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合は、この規
約及び諸細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。

第１９条 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合に
は、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなけれ
ばならない。

第１９条 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合に
は、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなけれ
ばならない。

① 2021-4

89

2　前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこ
の規約及び諸細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、
契約の相手方にこの規約及び諸細則に定める事項を遵守する旨の誓約書
（資料1）を管理組合に提出させなければならない。

２ 前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこの
規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、
契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約
書を管理組合に提出させなければならない。

２ 前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこの
規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、
契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約
書（資料1）を管理組合に提出させなければならない。

① 2021-4

90 第19条の2 （暴力団員の排除） （暴力団員の排除） （暴力団員の排除） ① 2021-4

91

団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条
に定めるもののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約
に定めなければならない。

第１９条の２ 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合
には、前条に定めるもののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与
に係る契約に定めなければならない。

第１９条の２ 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場
合には、前条に定めるもののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸
与に係る契約に定めなければならない。

変更無し

92

一． 契約の相手方が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律（平成３年法律第７７号）第２条第六号に規定する暴力団員を
いう。以下同じ。）ではないこと及び契約後において暴力団員にならな
いことを確約すること。

一 契約の相手方が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律（平成３年法律第７７号）第２条第六号に規定する暴力団員をい
う。以下同じ。）ではないこと及び契約後において暴力団員にならない
ことを確約すること。

一． 契約の相手方が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律（平成３年法律第７７号）第２条第六号に規定する暴力団員を
いう。以下同じ。）ではないこと及び契約後において暴力団員にならな
いことを確約すること。

変更無し

93
二． 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催
告を要せずして、団地建物所有者は当該契約を解約することができるこ
と。

二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告
を要せずして、団地建物所有者は当該契約を解約することができるこ
と。

二． 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催
告を要せずして、団地建物所有者は当該契約を解約することができるこ
と。

変更無し

94
三． 団地建物所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、
団地建物所有者に代理して解約権を行使することができること。

三 団地建物所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、団
地建物所有者に代理して解約権を行使することができること。

三． 団地建物所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、
団地建物所有者に代理して解約権を行使することができること。 変更無し

95

2 前項の場合において、団地建物所有者は、前項第三号による解約権
の代理行使を管理組合に認める旨の書面を提出するとともに、契約の相
手方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないこ
とを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

２ 前項の場合において、団地建物所有者は、前項第三号による解約権の
代理行使を管理組合に認める旨の書面を提出するとともに、契約の相手
方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないこと
を確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

2 前項の場合において、団地建物所有者は、前項第三号による解約権
の代理行使を管理組合に認める旨の書面（資料5）を提出するととも
に、契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員
にならないことを確約する旨の誓約書（資料1）を管理組合に提出させ
なければならない。

① 2021-4

96 第5章　管　理 第５章 管理 第5章　管　理

97 第1節　総　則 第１節 総則 第1節　総　則

98 第20条（団地建物所有者の責務） （団地建物所有者の責務） （団地建物所有者の責務） ① 2021-4

99

団地建物所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進
を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

第２０条 団地建物所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維
持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

第２０条 団地建物所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維
持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。 変更無し

100 第21条（土地及び共用部分等の管理に関する貴任と負担） （土地及び共用部分等の管理） （土地及び共用部分等の管理に関する貴任と負担） ⑥ 2021-9

101

土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担に
おいてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通
常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負
担においてこれを行わなければならない。

第２１条 土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と
負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為
（区分所有法第１８条第１項ただし書の「保存行為」をいう。以下同
じ。）のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する
者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

第２１条 土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と
負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為
（区分所有法第１８条第１項ただし書きの「保存行為」をいい、経年劣
化による管理行為は含まない。以下同じ。）のうち、以下の各号に該当
する場合は、専用使用権を有する者がその責任と負担において行うもの
とする。
一 通常の使用に伴うもの
二 長期修繕計画の修繕周期と比べ短い期間で発生したものであり、か
つ、他のバルコニー等と比較して劣化の程度が顕著であって、特段の事
情がない場合

⑥ 2021-9

102

2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管
理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる。

２ 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の
管理を棟の共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組
合がこれを行うことができる。

２ 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の
管理を棟の共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組
合がこれを行うことができる。

⑥ 2021-9
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103

３ 団地建物所有者は、第１項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申
請して書面による承認を受けた場合を除き、土地及び共用部分等の保存
行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じてい
る場合に、当該専有部分を所有する団地建物所有者が行う保存行為の実
施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

３ 団地建物所有者は、第１項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申
請して書面による承認を受けた場合を除き、土地及び共用部分等の保存
行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じてい
る場合に、当該専有部分を所有する団地建物所有者が行う保存行為の実
施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

⑥ 2021-9

104

４ 前項の申請及び承認の手続については、第１７条第２項、第３項、第
５項及び第６項の規定を準用する。ただし、同条第５項中「修繕等」と
あるのは「保存行為」と、同条第６項中「第１項の承認を受けた修繕等
の工事後に、当該工事」とあるのは「第２１条第３項の承認を受けた保
存行為後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

４ 前項の申請及び承認の手続については、第１７条第２項、第３項、第
５項及び第６項の規定を準用する。ただし、同条第５項中「修繕等」と
あるのは「保存行為」と、同条第６項中「第１項の承認を受けた修繕等
の工事後に、当該工事」とあるのは「第２１条第３項の承認を受けた保
存行為後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

⑥ 2021-9

105
５ 第３項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に
要した費用は、当該保存行為を行った団地建物所有者が負担する。

５ 第３項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に
要した費用は、当該保存行為を行った団地建物所有者が負担する。 ⑥ 2021-9

106

６ 理事長は、災害等の緊急時においては、団地総会又は理事会の決議に
よらずに、土地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

６ 理事長は、災害等の緊急時においては、団地総会又は理事会の決議に
よらずに、土地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 ⑥ 2021-9

106.2

7. 理事長、または理事長が対応出来ない場合は他の複数の理事の合意に
より、大規模な災害や突発的な被災時において理事会の開催が困難な場
合には、保存行為に限らず、応急的な修繕行為を実施する事ができる。
ただし、これに要する費用は、当該年度の管理費会計における支出予算
総額の10％を限度とする。

⑥ 2021-9

106.3

8. 前項の場合において、理事長を初めとする役員が対応出来ない場合
は、次の各号にあたる団地建物所有者等の判断により、保存行為に限ら
ず、応急的な修繕行為を実施する事ができる。ただし、これに要する費
用は、当該年度の管理費会計における支出予算総額の5％を限度とす
る。
一 専門委員会の委員長および副委員長
二 専門家として登録されている者
三 防火管理者

⑥ 2021-9

107 第22条（窓ガラス等の改良） （窓ガラス等の改良） （窓ガラス等の改良） ① 2021-4

108

　共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開
口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向
上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計
画修繕としてこれを実施するものとする。

第２２条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その
他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性
能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担におい
て、計画修繕としてこれを実施するものとする。

第２２条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その
他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性
能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担におい
て、計画修繕としてこれを実施するものとする。

変更無し

109

2　管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工
事を各団地建物所有者の責任と負担において実施することについて、細
則を定めるものとする。

２ 団地建物所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場
合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることによ
り、当該工事を当該団地建物所有者の責任と負担において実施すること
ができる。

２ 団地建物所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場
合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることによ
り、当該工事を当該団地建物所有者の責任と負担において実施すること
ができる。

① 2021-4

110

３ 前項の申請及び承認の手続については、第１７条第２項、第３項、第
５項及び第６項の規定を準用する。ただし、同条第５項中「修繕等」と
あるのは「第２２条第２項の工事」と、同条第６項中「第１項の承認を
受けた修繕等の工事」とあるのは「第２２条第２項の承認を受けた工
事」と読み替えるものとする。

３ 前項の申請及び承認の手続については、第１７条第２項、第３項、第
５項及び第６項の規定を準用する。ただし、同条第５項中「修繕等」と
あるのは「第２２条第２項の工事」と、同条第６項中「第１項の承認を
受けた修繕等の工事」とあるのは「第２２条第２項の承認を受けた工
事」と読み替えるものとする。

① 2021-4

111 第23条（必要箇所への立入り） （必要箇所への立入り） （必要箇所への立入り） ⑥ 2021-9

112

前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内におい
て、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求する
ことができる。

第２３条 前２条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内
において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請
求することができる。

第２３条 前２条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内
において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請
求することができる。

変更無し
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113
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを
拒否してはならない。

２ 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒
否してはならない。

２ 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒
否してはならない。 変更無し

114
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その
結果生じた損害を賠償しなければならない。

３ 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結
果生じた損害を賠償しなければならない。

３ 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結
果生じた損害を賠償しなければならない。 変更無し

115

４ 前３項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合
であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して
物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分
又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせること
ができる。

４ 前３項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合
であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して
物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分
又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせること
ができる。

⑥ 2021-9

116
4 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなけれ
ばならない。

５ 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければ
ならない。

５ 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければ
ならない。 ⑥ 2021-9

117 第24条（損害保険） （損害保険） （損害保険） ① 2021-4

118
団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が次の各号に掲げる

火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
第２４条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、
地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。

第２４条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が次の各号に
掲げる火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。 変更無し

119 （1）共用部分火災保険および地震保険 一　共用部分火災保険および地震保険 変更無し
120 （2）施設所有管理者賠償責任保険 二　施設所有管理者賠償責任保険 変更無し
121 （3）個人賠償責任保険 三　個人賠償責任保険 変更無し
122 （4）その他団地総会の決議に基づく損害保険 四　その他団地総会の決議に基づく損害保険 変更無し

123
2 理事長は団地建物所有者を代理して前項の契約に基づく保険金の請
求及び受領を行う。

２ 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団
地建物所有者を代理する。

2 理事長は団地建物所有者を代理して前項の契約に基づく保険金の請
求及び受領を行う。 変更無し

124 第25条（防火管理者） ① 2021-4

125
管理組合は消防法に定める防火管理業務を行うため、防火管理者を置

くものとする。
（削除）

削除

126
2 防火管理者は、組合員の中から、原則として団地総会の決議を経て
選任する。

（削除）
削除

127
3 防火管理者は、別に定めるところにより、その活動に応じて必要経
費の支払いと報酬を受けることができる。

(削除、第27条に追記）
削除

128 第2節　費用の負担 第２節 費用の負担 第2節　費用の負担
129 第26条（管理費等） （管理費等） （管理費等） ⑦ 2022-1

130

団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる
ため、次の費用（以下「管理費等」という。）を管理組合に納入しなけ
ればならない。

第２５条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に
充てるため、次の費用（以下「管理費等」という。）を管理組合に納入
しなければならない。

第２５条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に
充てるため、次の費用（以下「管理費等」という。）を管理組合に納入
しなければならない。

変更無し

131 （1）管理費 一 管理費 一 管理費 変更無し
132 （2）修繕維持積立金 二 団地修繕積立金 二 団地修繕積立金 ⑦ 2022-1
133 三 各棟修繕積立金 ⑦ 2022-1

134

2管理費及び修繕維持積立金の額については、別表4に定める各団地建物
所有者の建物専有面積に応じて算出し、管理組合の団地総会の決議に
よって決定する。

２ 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区
分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する
額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。

２ 管理費の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて
算出するものとする。 ⑦ 2022-1

135
３ 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分
に応じて算出するものとする。

３ 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分
に応じて算出するものとする。 ⑦ 2022-1

136
４ 各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の
共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。 ⑦ 2022-1

137 第27条（承継人に対する債権の行使） （承継人に対する債権の行使） （承継人に対する債権の行使） ① 2021-4

138
管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の包括承

継人及び特定承継人に対しても行うことができる。
第２６条 管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の
特定承継人に対しても行うことができる。

第２６条 管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の
特定承継人に対しても行うことができる。 ① 2021-4

139 第28条（管理費） （管理費） （管理費） ⑨ 2022-3

140
　管理費は、次に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 第２７条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当す

る。
第２７条　管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当
する。 ⑥ 2021-9
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141 （1）第34条の場合における委託業務費および管理員人件費 一 管理員人件費 一 管理員人件費 ② 2021-5
142 （2）共用設備の保守維持費及び運転費 二 公租公課 二 公租公課 変更無し
143 （3）備品費、通信費その他の事務費 三 共用設備の保守維持費及び運転費 三 共用設備の保守維持費及び運転費 変更無し
144 （4）共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 四 備品費、通信費その他の事務費 四 備品費、通信費その他の事務費 変更無し
145 （5）経常的な補修費 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 ② 2021-5
146 （6）清掃費、消毒費及びごみ処理費 六 経常的な補修費 六 経常的な補修費 変更無し
147 （7）訴訟費用及び弁護士費用 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 変更無し
148 （8）管理組合の運営費用 八 委託業務費 八 委託業務費 ② 2021-5
149 （9）公租公課 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 変更無し
150 （10）専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 管理組合の運営に要する費用 十 管理組合の運営に要する費用 ② 2021-5

151
（11）地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要
する費用

十一 その他第３４条に定める業務に要する費用（次条及び第２９条に規
定する経費を除く。）

十一 訴訟費用及び弁護士費用
⑨ 2022-3

152
（12）その他土地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 十二 その他第３４条に定める業務に要する費用（次条に規定する経費を

除く。） ② 2021-5

153 第29条（修繕維持積立金） （団地修繕積立金） （団地修繕積立金） ⑦ 2022-1

154

管理組合は、特別修繕等に要する費用として修繕維持積立金を積立てる
ものとする。

第２８条 管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積
み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び
団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する
場合に限って取り崩すことができる。

第２８条 管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積
み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び
共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合
に限って取り崩すことができる。

⑦ 2022-1

155
2 修繕維持積立金は、次に掲げる特別の管理に要する経費に充当する
場合に限って取り崩すことができる。

（削除）
⑦ 2022-1

156 （1）一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 変更無し
157 （2）不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 変更無し
158 （3）土地及び共用部分等の変更 三 土地、附属施設及び団地共用部分の変更 三 土地、附属施設及び共用部分の変更 ⑦ 2022-1

159
（4）建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 四 建物の建替え及びマンション敷地売却（以下「建替え等」という。）

に係る合意形成に必要となる事項の調査
四 建物の建替え及びマンション敷地売却（以下「建替え等」という。）
に係る合意形成に必要となる事項の調査 ⑦ 2022-1

160
（5）その他土地、付属施設及び共用部分等の管理に関し、団地建物所
有者全体の利益のために特別に必要となる管理

五 その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有
者全体の利益のために特別に必要となる管理

五 その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有
者全体の利益のために特別に必要となる管理 ⑦ 2022-1

160.2
六 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益の
ために特別に必要となる管理 ⑦ 2022-1

161

3 前項にかかわらず、区分所有法第70条第1項の一括建替え決議（以
下「一括建替え決議」という。）又は一括建替えに関する団地建物所有
者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する
法律（以下本項において「円滑化法」という。）第9条のマンション建
替組合（以下「建替組合」という。）の設立の認可又は円滑化法第45条
のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計
画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組
合は、修繕維持積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属す
る修繕維持積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕維持積立金を
取り崩すことができる。

２ 前項にかかわらず、区分所有法第７０条第１項の一括建替え決議（以
下「一括建替え決議」という。）又は一括建替えに関する団地建物所有
者全員の合意の後であっても、マンションの建替え等の円滑化に関する
法律（平成１４年法律第７８号。以下「円滑化法」という。）第９条の
マンション建替組合（以下「建替組合」という。）の設立の認可又は円
滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の
建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当す
るため、管理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不
参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、団
地修繕積立金を取り崩すことができる。

２ 前項にかかわらず、区分所有法第７０条第１項の一括建替え決議（以
下「一括建替え決議」という。）又は一括建替えに関する団地建物所有
者全員の合意の後であっても、マンションの建替え等の円滑化に関する
法律（平成１４年法律第７８号。以下「円滑化法」という。）第９条の
マンション建替組合（以下「建替組合」という。）の設立の認可又は円
滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の
建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当す
るため、管理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不
参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、団
地修繕積立金を取り崩すことができる。

⑦ 2022-1

161.2

３ 第１項にかかわらず、円滑化法第１０８条第１項のマンション敷地売
却決議（以下「マンション敷地売却決議」という。）の後であっても、
円滑化法第１２０条のマンション敷地売却組合（以下「マンション敷地
売却組合」という。）の設立の認可までの間において、マンション敷地
売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管
理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却
不参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、
団地修繕積立金を取り崩すことができる。

３ 第１項にかかわらず、円滑化法第１０８条第１項のマンション敷地売
却決議（以下「マンション敷地売却決議」という。）の後であっても、
円滑化法第１２０条のマンション敷地売却組合（以下「マンション敷地
売却組合」という。）の設立の認可までの間において、マンション敷地
売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管
理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却
不参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、
団地修繕積立金を取り崩すことができる。

⑦ 2022-1
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162
4 管理組合は，第2項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修
繕維持積立金をもってその償還に充てることができる。

４ 管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、団
地修繕積立金をもってその償還に充てることができる。

４ 管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、団
地修繕積立金をもってその償還に充てることができる。 ⑦ 2022-1

163 5 修繕維持積立金は、管理費とは区分して経理しなければならない。 （削除） ⑦ 2022-1

164

5 第１項にかかわらず、区分所有法第６２条第１項に規定する建替え決
議（以下「建替え決議」という。）、一括建替え決議又は建替えに関す
る区分所有者全員の合意の後であっても、円滑化法第９条の建替組合の
設立の認可又は円滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間
において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、
その経費に充当するため、管理組合は、団地修繕積立金から建物の取壊
し時に建替え不参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を
限度として、団地修繕積立金を取り崩すことができる。

⑦ 2022-1

164.2

6 第１項にかかわらず、マンション敷地売却決議の後であっても、マン
ション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション敷地売
却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理
組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不
参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、団
地修繕積立金を取り崩すことができる。

⑦ 2022-1

165 （各棟修繕積立金） （各棟修繕積立金） ④ 2021-7

166
第２９条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管
理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

第２９条 各棟修繕積立金は設けない。
④ 2021-7

167 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 ② 2021-5
168 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 ② 2021-5
169 三 棟の共用部分の変更 ② 2021-5
170 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査 ② 2021-5
171 五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要とな

る管理
② 2021-5

172

２ 前項にかかわらず、区分所有法第６２条第１項に規定する建替え決議（以下「建替え決議」
という。）、一括建替え決議又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、円滑化
法第９条の建替組合の設立の認可又は円滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間に
おいて、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、
管理組合は、各棟修繕積立金から建物の取壊し時に建替え不参加者に帰属する各棟修繕積立金相
当額を除いた金額を限度として、各棟修繕積立金を取り崩すことができる。

② 2021-5

173

３ 第１項にかかわらず、マンション敷地売却決議の後であっても、マンション敷地売却組合の
設立の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経
費に充当するため、管理組合は、各棟修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不
参加者に帰属する各棟修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、各棟修繕積立金を取り崩す
ことができる。

② 2021-5

174
４ 管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、各棟修繕積立金をもって
その償還に充てることができる。 ② 2021-5

175 （区分経理） （区分経理） ④ 2021-7

176
第３０条 管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経
理しなければならない。

第３０条 管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経
理しなければならない。 ② 2021-5

177 一 管理費 一 管理費 ② 2021-5
178 二 団地修繕積立金 二 団地修繕積立金 ④ 2021-7
179 三 各棟修繕積立金 （削除） ② 2021-5
180 第30条（使用料） （使用料） （使用料） ② 2021-5

181

専用使用料その他土地及び共用部分等に係る使用料（以下「使用料」と
いう）は、管理費に充当する。

第３１条 駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料（以下
「使用料」という。）は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団
地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として
積み立てる。

第３１条 駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料（以下
「使用料」という。）は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団
地建物所有者の土地の共有持分に応じて団地修繕積立金として積み立て
る。

② 2021-5

182 第6章　管理組合 第６章 管理組合 第6章　管理組合
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183 第1節　組　合　員 第１節 組合員 第1節　組　合　員
184 第31条（組合員の資格） （組合員の資格） （組合員の資格） ① 2021-4

185
組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地建物所有
者でなくなったときに喪失する。

第３２条 組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地
建物所有者でなくなったときに喪失する。

第３２条 組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地
建物所有者でなくなったときに喪失する。 変更無し

186 第32条（届出義務） （届出義務） （届出義務） ① 2021-4

187
新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面
（資料2）により管理組合に届け出なければならない。

第３３条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨
を書面により管理組合に届け出なければならない。

第３３条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨
を書面（資料2）により管理組合に届け出なければならない。 変更無し

188 第2節　管理組合の業務 第２節 管理組合の業務 第２節 管理組合の業務
189 第33条（業務） （業務） （業務） ⑦ 2022-1

190
管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 第３４条 管理組合は、団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物

の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
第３４条 管理組合は、団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物
の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。 ① 2021-4

191

(1) 管理組合が管理する土地及び共用部分等（以下本条において「組合
管理部分」という。）の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理

一 管理組合が管理する土地及び共用部分等（以下本条及び第５０条にお
いて「組合管理部分」という。）の保安、保全、保守、清掃、消毒及び
ごみ処理

一 管理組合が管理する土地及び共用部分等（以下本条及び第５０条にお
いて「組合管理部分」という。）の保安、保全、保守、清掃、消毒及び
ごみ処理

① 2021-4

192 (2) 組合管理部分の修繕 二 組合管理部分の修繕 二 組合管理部分の修繕 変更無し

193
(3) 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理

① 2021-4

194 (4) 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 変更無し

195
(5) 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設
計図書の管理

五 適正化法第１０３条第１項に定める、宅地建物取引業者から交付を受
けた設計図書の管理

五 適正化法第１０３条第１項に定める、宅地建物取引業者から交付を受
けた設計図書の管理 ⑦ 2022-1

196 (6) 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 変更無し
197 (7) 管理費等及び使用料の収納、保管、運用、支出等に関する業務 （削除） ⑦ 2022-1
198 (8) 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務 七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 ① 2021-4

199
(9) 団地建物所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うこ
とが適当であると認められる管理行為

八 団地建物所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うこと
が適当であると認められる管理行為

八 団地建物所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うこと
が適当であると認められる管理行為 変更無し

200 (10) 土地及び共用部分等の変更、処分及び運営 九 土地及び共用部分等の変更及び運営 九 土地及び共用部分等の変更及び運営 ① 2021-4
201 (11) 修繕維持積立金の運用 十 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の運用 十 団地修繕積立金の運用 ① 2021-4
202 (12) 官公署、自治会等との渉外業務 十一 官公署、町内会等との渉外業務 十一 官公署、自治会等との渉外業務 変更無し

203
(13) 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住

環境の維持及び向上に関する業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持並びに居住環境の
維持及び向上に関する業務 ① 2021-4

204 (14) 防災に関する業務 十三 防災に関する業務 変更無し
205 (15) 広報及び連絡業務 十三 広報及び連絡業務 十四 広報及び連絡業務 変更無し
206 (16) 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 ⑦ 2022-1

207
(17) 管理組合の消滅時における残余財産の清算及び建物の取壊し時にお
ける当該棟に係る残余財産の清算

十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算及び建物の取壊し時にお
ける当該棟に係る残余財産の清算

十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算及び建物の取壊し時にお
ける当該棟に係る残余財産の清算 変更無し

208
(18) その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するため
に必要な業務

十五 その他団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理に関
する業務

十七 その他団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理に関
する業務 ① 2021-4

209 第34条（業務の委託等） （業務の委託等） （業務の委託等） ① 2021-4

210

管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業
者（適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。）等第三
者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

第３５条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション
管理業者（適正化法第２条第八号の「マンション管理業者」をいう。）
等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

第３５条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション
管理業者（適正化法第２条第八号の「マンション管理業者」をいう。）
等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

変更無し

211
2 業務の一部を非営利団体に委任する場合は、｢非営利団体活用に関す
る細則｣による。

2 業務の一部を非営利団体に委任する場合は、｢非営利団体活用に関す
る細則｣による。 変更無し

212 第35条（専門的知識を有する者の活用） （専門的知識を有する者の活用） （専門的知識を有する者の活用） ① 2021-4
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213

管理組合は、マンション管理士（適正化法第2条第五号の「マンショ
ン管理士」をいう。）その他マンション管理に関する各分野の専門的知
識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、
相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。

第３６条 管理組合は、マンション管理士（適正化法第２条第五号の「マ
ンション管理士」をいう。）その他マンション管理に関する各分野の専
門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に
関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができ
る。

第３６条 管理組合は、マンション管理士（適正化法第２条第五号の「マ
ンション管理士」をいう。）その他マンション管理に関する各分野の専
門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に
関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができ
る。

変更無し

214 第3節　役　員 第３節 役員 第3節　役　員
215 第36条（役員） （役員） （役員） ④ 2021-7
216 　管理組合に次の役員を置く。 第３７条 管理組合に次の役員を置く。 第３７条 管理組合に次の役員を置く。 ④ 2021-7
217 　（1）理事長 1名 一 理事長 　一 理事長 1名 ④ 2021-7
218 　（2）副理事長 1名 二 副理事長 ○名 　二 副理事長 1名 ④ 2021-7
219 　（3）会計担当理事 2名 三 会計担当理事 ○名 　三 会計担当理事 2名 ④ 2021-7
220 　（4）理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。）12名 四 理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。） ○名 　四 理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。）12名 ④ 2021-7
221 　（5）監事 2名 五 監事 ○名 　五 監事 2名 ④ 2021-7

222
2 役員は、秦野南が丘もくせい西住宅に現に居住する組合員のうちか
ら、団地総会で選任する。

２ 理事及び監事は、組合員のうちから、団地総会で選任する。 ２ 役員は、秦野南が丘もくせい西住宅に現に居住する組合員のうちか
ら、団地総会で選任する。 ② 2021-5

223
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任す
る。

３ 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選
任する。

３ 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
② 2021-5

224 第37条（役員選挙細則） ④ 2021-7

225

管理組合は、前条第1項に規定する役員を選出するため、別に定める
役員選挙細則により選挙を行うものとする、ただし、第38条第3項の補
欠役員の選出は、役員選挙細則によらず、理事会決議にもとづく理事長
の指名によりこれを行うことができるものとする。

（削除）

④ 2021-7

226 第38条（役員の任期） （役員の任期） （役員の任期） ④ 2021-7

227
役員の任期は、毎年4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。た

だし、再任を妨げない。
第３８条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 第３８条 役員の任期は、毎年4月1日から翌々年3月31日までの2年とす

る。ただし、再任を妨げない。 変更無し

228

2 任期の満了に伴う役員の改選は、役員定員の半数を超えないものと
する。

2 任期の満了に伴う役員の改選は、役員定員の半数を超えないものと
する。この場合、役員を選出するため、別に定める役員選挙細則により
選挙を行うものとする。

② 2021-5

229

3　補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 ２ 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 補欠役員の選任は、役員選挙細則によらず、第50条第1項第Ⅱ号の
定めに関わらず、理事会決議にもとづく理事長の指名によりこれを行う
ことができるものとする。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とす
る。

④ 2021-7

230
4 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任す
るまでの間引き続きその職務を行う。

３ 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任する
までの間引き続きその職務を行う。

4 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任す
るまでの間引き続きその職務を行う。 変更無し

231
5 役員が組合員でなくなった場合においては、その役員はその地位を
失う。

４ 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 5 役員が組合員でなくなった場合においては、その役員はその地位を
失う。 変更無し

232 第38条の2（役員の欠格条項） （役員の欠格条項） （役員の欠格条項） ① 2021-4

233
 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 第３８条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることがで

きない。
第３８条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることがで
きない。 変更無し

234

一． 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要
な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で
復権を得ないもの

一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要
な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で
復権を得ないもの

① 2021-4

235
二． 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受け
ることがなくなった日から５年を経過しない者

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける
ことがなくなった日から５年を経過しない者

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける
ことがなくなった日から５年を経過しない者 変更無し

236
三 暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過し
ない者をいう。）

三 暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過し
ない者をいう。） ① 2021-4

237 第39条（役員の誠実義務等） （役員の誠実義務等） （役員の誠実義務等） ⑤ 2021-8
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238

役員は、法令、規約及び諸細則並びに団地総会及び理事会の決議に従
い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

第３９条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則（以下「使用細則
等」という。）並びに団地総会及び理事会の決議に従い、組合員のた
め、誠実にその職務を遂行するものとする。

第３９条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則（以下「使用細則
等」という。）並びに団地総会及び理事会の決議に従い、組合員のた
め、誠実にその職務を遂行するものとする。

⑤ 2021-8

239
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経
費の支払と報酬を受けることができる。

２ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経
費の支払と報酬を受けることができる。

２ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経
費の支払と報酬を受けることができる。 変更無し

240 （利益相反取引の防止） （利益相反取引の防止） ⑦ 2022-1

241
第３９条の２ 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引
につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

第３９条の２ 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引
につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 ⑦ 2022-1

242 一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 ⑦ 2022-1

243
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益
が相反する取引をしようとするとき。

二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益
が相反する取引をしようとするとき。 ⑦ 2022-1

244 第40条（理事長） （理事長） （理事長） ⑦ 2022-1

245
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次に掲げる

業務を遂行する。
第４０条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の
各号に掲げる業務を遂行する。

第40条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次に
掲げる業務を遂行する。 変更無し

246
（1） 規約、諸細則又は団地総会若しくは理事会の決議により、理事長
の職務として定められた事項

一 規約、使用細則等又は団地総会若しくは理事会の決議により、理事長
の職務として定められた事項

一 規約、使用細則等又は団地総会若しくは理事会の決議により、理事長
の職務として定められた事項 ② 2021-5

247 （2） 理事会の承認を得て行う職員の採用又は解雇 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 二 理事会の承認を得て行う職員の採用又は解雇 ④ 2021-7
248 2　理事長は、区分所有法第25条に定める管理者とする。 ２ 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 2　理事長は、区分所有法第25条に定める管理者とする。 変更無し

249
3 理事長は、定期総会において、組合員に対し、前会計年度における
管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。

３ 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管
理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。

3 理事長は、定期総会において、組合員に対し、前会計年度における
管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。 変更無し

250
４ 理事長は、○箇月に１回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しな
ければならない。 ⑦ 2022-1

251
4 理事長は、理事会の承認を得て、他の理事に、その職務の一部を委
任することができる。

５ 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委
任することができる。

4 理事長は、理事会の承認を得て、他の理事に、その職務の一部を委
任することができる。 変更無し

252

６ 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代
表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管
理組合を代表する。

⑦ 2022-1

253 第41条（副理事長） （副理事長） （副理事長） ① 2021-4

254
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務

を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
第４１条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、そ
の職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

第４１条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、そ
の職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。 変更無し

255 第42条（理事） （理事） （理事） ⑦ 2022-1

256
理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の

業務を担当する。
第４２条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理
組合の業務を担当する。

第４２条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理
組合の業務を担当する。 変更無し

257

２ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があること
を発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならな
い。

⑦ 2022-1

258
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務
を行う。

３ 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を
行う。

2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務
を行う。 変更無し

259 第43条（監事） （監事） （監事） ⑦ 2022-1

260
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を

団地総会に報告しなければならない。
第４３条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その
結果を団地総会に報告しなければならない。

第４３条 　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、そ
の結果を団地総会に報告しなければならない。 変更無し

261

２ 監事は、いつでも、理事及び第４０条第１項第二号に規定する職員に
対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることが
できる。

⑦ 2022-1

262
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正がある
と認めるときは、臨時総会を招集することができる。

３ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると
認めるときは、臨時総会を招集することができる。

2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正がある
と認めるときは、臨時総会を招集することができる。 変更無し

263
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議
決に参加することはできない。

４ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べな
ければならない。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議
決に参加することはできない。 変更無し
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264

５ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあ
ると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、団地総会の決議若しく
は理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め
るときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

⑦ 2022-1

265
６ 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、
理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 ⑦ 2022-1

266

７ 前項の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった
日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せら
れない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができ
る。

⑦ 2022-1

267 第4節　総　会 第４節 団地総会 第4節　総　会
268 第44条（団地総会） （団地総会） （団地総会） ① 2021-4
269 　管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。 第４４条 管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。 第４４条 管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。 変更無し
270 2　団地総会は、定期総会及び臨時総会とする。 ２ 団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。 2　団地総会は、定期総会及び臨時総会とする。 変更無し

271
3 理事長は、定期総会を、毎年1回新会計年度開始以降2か月以内に招
集しなければならない。

３ 理事長は、通常総会を、毎年１回新会計年度開始以後２か月以内に招
集しなければならない。

3 理事長は、定期総会を、毎年1回新会計年度開始以降2か月以内に招
集しなければならない。 変更無し

272
4 理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、何
時でも臨時総会を招集することができる。

４ 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨
時総会を招集することができる。

4 理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、何
時でも臨時総会を招集することができる。 変更無し

273

5 団地総会の議長は、理事長又は、開催通知において提案され、団地
総会に出席した組合員（書面又は代理人によって議決権を行使する者を
含む。）の区分所有する戸数の過半数をもって、組合員の中から選任さ
れた組合員が務める。

５ 団地総会の議長は、理事長が務める。 5 団地総会の議長は、理事長又は、開催通知において提案され、団地
総会に出席した組合員（書面又は代理人によって議決権を行使する者を
含む。）の区分所有する戸数の過半数をもって、組合員の中から選任さ
れた組合員が務める。

① 2021-4

274 第45条（招集手続） （招集手続） （招集手続） ① 2021-4

275

団地総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前（会議
の目的が区分所有法第69条第1項の建替え承認決議（以下「建替え承認
決議」という。）又は一括建替え決議であるときは2か月前）までに、
会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければなら
ない。

第４５条 団地総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２週間前
（会議の目的が区分所有法第６９条第１項の建替え承認決議（以下「建
替え承認決議」という。）、一括建替え決議又は敷地分割決議であると
きは２か月前）までに、会議の日時、場所（WEB会議システム等を用い
て会議を開催するときは、その開催方法）及び目的を示して、組合員に
通知を発しなければならない。

第４５条 団地総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２週間前
（会議の目的が区分所有法第69条第1項の建替え承認決議（以下「建替
え承認決議」という。）、一括建替え決議又は敷地分割決議であるとき
は２か月前）までに、会議の日時、場所（WEB会議システム等を用いて
会議を開催するときは、その開催方法）及び目的を示して、組合員に通
知を発しなければならない。

① 2021-4

276

2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届け出をした宛先に発する
ものとする。ただし、その届け出のない組合員に対しては、対象物件内
の住戸部分の所在地宛に発するものとする。

２　前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発する
ものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の
専有部分の所在地あてに発するものとする。

２　前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発する
ものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の
専有部分の所在地あてに発するものとする。

① 2021-4

277

3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届け出のな
い組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもっ
て、これに代えることができる。

３ 第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のな
い組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもっ
て、これに代えることができる。

３ 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のな
い組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもっ
て、これに代えることができる。

変更無し

278

4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第50条第3項第一
号、第二号に掲げる事項の決議、建替え承認決議又は一括建替え決議で
あるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

４ 第１項の通知をする場合において、会議の目的が第４９条第３項第一
号、第二号に掲げる事項の決議、建替え承認決議、一括建替え決議又は
敷地分割決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならな
い。

４ 第１項の通知をする場合において、会議の目的が第４９条第３項第一
号、第二号に掲げる事項の決議、建替え承認決議、一括建替え決議又は
敷地分割決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならな
い。

① 2021-4

279

5 会議の目的が建替え承認決議であるときは、前項に定める議案の要
領のほか、新たに建築する建物の設計の概要（当該建物の当該団地内に
おける位置を含む。）を通知しなければならない。

５ 会議の目的が建替え承認決議であるときは、前項に定める議案の要領
のほか、新たに建築する建物の設計の概要（当該建物の当該団地内にお
ける位置を含む。）を通知しなければならない。

５ 会議の目的が建替え承認決議であるときは、前項に定める議案の要領
のほか、新たに建築する建物の設計の概要（当該建物の当該団地内にお
ける位置を含む。）を通知しなければならない。

変更無し

280
6 会議の目的が一括建替え決議であるときは、第4項に定める議案の要
領のほか、次の事項を通知しなければならない。

６ 会議の目的が一括建替え決議であるときは、第４項に定める議案の要
領のほか、次の事項を通知しなければならない。

６ 会議の目的が一括建替え決議であるときは、第４項に定める議案の要
領のほか、次の事項を通知しなければならない。 変更無し

281 (1) 建替えを必要とする理由 一 建替えを必要とする理由 一 建替えを必要とする理由 変更無し
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282
(2) 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及
び回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費
用の額及びその内訳

二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び
回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用
の額及びその内訳

二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び
回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用
の額及びその内訳

変更無し

283 (3) 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 変更無し

284 (4) 建物につき修繕維持積立金として積み立てられている金額 四 建物につき団地修繕積立金及び各棟修繕積立金として積み立てられて
いる金額

四 建物につき団地修繕積立金として積み立てられている金額 ① 2021-4

285
７ 会議の目的が敷地分割決議であるときは、第４項に定める議案の要領
のほか、次の事項を通知しなければならない。

７ 会議の目的が敷地分割決議であるときは、第４項に定める議案の要領
のほか、次の事項を通知しなければならない。 ① 2021-4

286 一 特定要除却認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とす
る理由

一 特定要除却認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とす
る理由

① 2021-4

287 二 敷地分割後の当該特定要除却認定マンションの除却の実施方法 二 敷地分割後の当該特定要除却認定マンションの除却の実施方法 ① 2021-4

288
三 マンションの建替え等その他の団地内建物における良好な居住環境を
確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、
当該計画の概要

三 マンションの建替え等その他の団地内建物における良好な居住環境を
確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、
当該計画の概要

① 2021-4

289

7 一括建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議
を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組
合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

８ 一括建替え決議又は敷地分割決議を目的とする総会を招集する場合、
少なくとも会議を開く日の１か月前までに、当該招集の際に通知すべき
事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
らな い。

８ 一括建替え決議又は敷地分割決議を目的とする総会を招集する場合、
少なくとも会議を開く日の１か月前までに、当該招集の際に通知すべき
事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
らな い。

① 2021-4

290
8 第47条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通
知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。

９ 第４７条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞なく、その
通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。

９　第47条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その
通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。 変更無し

291

9 第1項（会議の目的が建替え承認決議又は一括建替え決議であるとき
を除く。）にかかわらず、緊急を要する場合においては、理事長は、理
事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短
縮することができる。

10 第１項（会議の目的が建替え承認決議、一括建替え決議又は敷地分
割決議であるときを除く。）にかかわらず、緊急を要する場合には、理
事長 は、理事会の承認を得て、５日間を下回らない範囲において、第１
項の期間を短縮することができる。

10　第１項（会議の目的が建替え承認決議、一括建替え決議又は敷地分
割決議であるときを除く。）にかかわらず、緊急を要する場合には、理
事長 は、理事会の承認を得て、５日間を下回らない範囲において、第１
項の期間を短縮することができる。

① 2021-4

292 第46条（組合員の団地総会招集権） （組合員の団地総会招集権） （組合員の団地総会招集権） ① 2021-4

293

組合員が組合員総数の5分の1以上及び第48条第1項に定める議決権総
数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して団地
総会の招集を請求した場合において、理事長は、2週間以内にその請求
があった日から4週間以内の日（会議の目的が建替え承認決議又は一括
建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日）を会日とする臨時総
会の通知を発しなければならない。

第４６条 組合員が組合員総数の５分の１以上及び第４８条第１項に定め
る議決権総数の５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的
を示して団地総会の招集を請求した場合には、理事長は、２週間以内に
その請求があった日から４週間以内の日（会議の目的が建替え承認決
議、一括建替え決議又は敷地分割決議であるときは、２か月と２週間以
内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

第４６条 組合員が組合員総数の５分の１以上及び第４８条第１項に定め
る議決権総数の５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的
を示して団地総会の招集を請求した場合には、理事長は、２週間以内に
その請求があった日から４週間以内の日（会議の目的が建替え承認決
議、一括建替え決議又は敷地分割決議であるときは、２か月と２週間以
内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

① 2021-4

294
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員
は、臨時総会を招集することができる。

２ 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員
は、臨時総会を招集することができる。

２ 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員
は、臨時総会を招集することができる。 変更無し

295

3 前2項により招集された臨時総会においては、第44条第5項にかかわ
らず、議長は、開催通知において提案され、団地総会に出席した組合員
（書面、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法であって次項に定めるものをいう。以下同
じ。）又は代理人によって議決権を行使する者を含む。）の区分所有す
る戸数の過半数をもって、組合員の中から選任する。

３ 前２項により招集された臨時総会においては、第44条第5項にかかわ
らず、議長は、団地総会に出席した組合員（書面、電磁的方法（電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で
あって次項に定めるものをいう。以下同じ。）又は代理人によって議決
権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の中から
選任する。

３ 前２項により招集された臨時総会においては、第44条第5項にかか
わらず、議長は、開催通知において提案され、団地総会に出席した組合
員（書面、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信の技術を利用する方法であって次項に定めるものをいう。以下同
じ。）又は代理人によって議決権を行使する者を含む。）の議決権の過
半数をもって、組合員の中から選任する。

変更無し

296 4　前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。 ４ 前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。 ４ 前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。 変更無し

297

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機と
を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、
当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを
電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当
該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを
電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当
該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

変更無し

298

(2) 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記
録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録した
もの（以下「電磁的記録」という。）を交付する方法

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録
しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したも
の（以下「電磁的記録」という。）を交付する方法

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録
しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したも
の（以下「電磁的記録」という。）を交付する方法

変更無し

299 第47条（出席資格） （出席資格） （出席資格） ① 2021-4
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300
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席すること

ができる。
第４７条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席す
ることができる。

第４７条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席
することができる。 変更無し

301

2 団地建物所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的
につき利害関係を有する場合には、団地総会に出席して意見を述べるこ
とができる。ただし、議決権を有しない。

２ 団地建物所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的に
つき利害関係を有する場合には、団地総会に出席して意見を述べること
ができる。この場合において、団地総会に出席して意見を述べようとす
る者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

2 団地建物所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的
につき利害関係を有する場合には、団地総会に出席して意見を述べるこ
とができる。ただし、議決権を有しない。 変更無し

302
3 前項の場合において、団地総会に出席して意見を述べようとする者
は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

3 前項の場合において、団地総会に出席して意見を述べようとする者
は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。 変更無し

303 第48条（議決権） （議決権） （議決権） ⑦ 2022-1

304
各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表7に掲げるとおり

とする。
第４８条 各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第５に掲げ
るとおりとする。

第４８条 各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表6に掲げる
とおりとする。 変更無し

305
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権の行使については、
これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。

２ 住戸１戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、こ
れら共有者をあわせて一の組合員とみなす。

２ 住戸１戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、こ
れら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 変更無し

306

3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を
選任し、その者の氏名をあらかじめ団地総会開会までに理事長に届け出
なければならない。

３ 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を
選任し、その者の氏名をあらかじめ団地総会開会までに理事長に届け出
なければならない。

３ 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を
選任し、その者の氏名をあらかじめ団地総会開会までに理事長に届け出
なければならない。

変更無し

307
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができ
る。

４ 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 ４ 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
変更無し

308

5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、そ
の代理人は、その組合員と同居する者、他の組合員若しくはその組合員
と同居する者又はその組合員の住戸を借り受けた者でなければならな
い。

５ 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その
代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。

５ 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その
代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。

⑦ 2022-1

309
一 その組合員の配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。）又は一親等の親族

一 その組合員の配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。）又は一親等の親族 ② 2021-5

310 二 その組合員の住戸に同居する親族 二 その組合員の住戸に同居する親族 ② 2021-5
311 三 他の組合員 三 他の組合員 ② 2021-5

312
6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならな
い。

６ 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければ
ならない。

６ 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければ
ならない。 ② 2021-5

313
７ 組合員は、第４項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法に
よって議決権を行使することができる。

７ 組合員は、第４項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法に
よって議決権を行使することができる。 ② 2021-5

314
８ 組合員又は代理人は、第６項の書面の提出に代えて、電磁的方法に
よって提出することができる。

８ 組合員又は代理人は、第６項の書面の提出に代えて、電磁的方法に
よって提出することができる。 ② 2021-5

315 第49条（団地総会の会議及び議事） （団地総会の会議及び議事） （団地総会の会議及び議事） ① 2021-4

316

団地総会の会議は、第48条第1項に定める議決権総数の半数以上を有
する組合員が出席しなければならない。

第４９条 団地総会の会議（WEB会議システム等を用いて開催する会議
を含 む。）は、前条第１項に定める議決権総数の半数以上を有する組合
員が出席しなければならない。

第４９条 団地総会の会議（WEB会議システム等を用いて開催する会議
を含 む。）は、前条第１項に定める議決権総数の半数以上を有する組合
員が出席しなければならない。

① 2021-4

317
2 第48条第1項にかかわらず、団地総会の議事は、出席組合員が区分
所有する戸数の過半数で決する。

２ 団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 2 第48条第1項にかかわらず、団地総会の議事は、出席組合員の議決
権の過半数で決する。 変更無し

318

3 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわら
ず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

３ 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわら
ず、組合員総数の４分の３以上及び議決権総数の４分の３以上で決す
る。

３ 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわら
ず、組合員総数の４分の３以上及び議決権総数の４分の３以上で決す
る。

変更無し

319 一　規約の制定、変更又は廃止（第72条第一号の場合を除く。） 一 規約の制定、変更又は廃止（第７２条第一号の場合を除く。） 一 規約の制定、変更又は廃止（第７２条第一号の場合を除く。） 変更無し

320

二 土地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わ
ないものを除く。）

二 土地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第２５条第２項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。）

二 土地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第２５条第２項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。）

① 2021-4

321
三　その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項 三 その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項 三 その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項

変更無し
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322

4 建替え承認決議は、第2項にかかわらず、議決権（第48条第1項にか
かわらず、建替えを行う団地内の特定の建物（以下「当該特定建物」と
いう。）の所在する土地（これに関する権利を含む。）の持分の割合に
よる。第6項において同じ。）総数の4分の3以上で行う。

４ 建替え承認決議は、第２項にかかわらず、議決権（第４８条第１項に
かかわらず、建替えを行う団地内の特定の建物（以下「当該特定建物」
という。）の所在する土地（これに関する権利を含む。）の持分の割合
による。第６項において同じ。）総数の４分の３以上で行う。

４ 建替え承認決議は、第２項にかかわらず、議決権（第４８条第１項に
かかわらず、建替えを行う団地内の特定の建物（以下「当該特定建物」
という。）の所在する土地（これに関する権利を含む。）の持分の割合
による。第６項において同じ。）総数の４分の３以上で行う。

変更無し

323

5 当該特定建物の建替え決議又はその団地建物所有者の全員の合意が
ある場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議に
おいては、いずれもこれに賛成する旨の議決権を行使したものとみな
す。

５ 当該特定建物の建替え決議又はその区分所有者の全員の合意がある場
合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議において
は、いずれもこれに賛成する旨の議決権を行使したものとみなす。

５ 当該特定建物の建替え決議又はその区分所有者の全員の合意がある場
合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議において
は、いずれもこれに賛成する旨の議決権を行使したものとみなす。 変更無し

324

6 建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物（以下「当
該他の建物」という。）の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、建
替え承認決議を会議の目的とする総会において、当該他の建物の団地建
物所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する団地建物所有者
が、建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替え
をすることができる。

６ 建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物（以下「当該
他の建物」という。）の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、建替
え承認決議を会議の目的とする総会において、当該他の建物の区分所有
者全員の議決権の４分の３以上の議決権を有する区分所有者が、建替え
承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすること
ができる。

６ 建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物（以下「当該
他の建物」という。）の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、建替
え承認決議を会議の目的とする総会において、当該他の建物の区分所有
者全員の議決権の４分の３以上の議決権を有する区分所有者が、建替え
承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすること
ができる。

変更無し

325

7 一括建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上
及び議決権（第48条第1項にかかわらず、当該団地内建物の敷地の持分
の割合による。）総数の5分の4以上で行う。ただし、当該団地総会にお
いて、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2以上
及び議決権（第48条第1項に基づき、別表7に掲げる議決権割合によ
る。）総数の3分の2以上の賛成がなければならない。

７ 一括建替え決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４以上
及び議決権（第４８条第１項にかかわらず、当該団地内建物の敷地の持
分の割合による。）総数の５分の４以上で行う。ただし、当該団地総会
において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の３分の
２以上及び議決権（第４８条第１項に基づき、別表第５に掲げる議決権
割合による。）総数の３分の２以上の賛成がなければならない。

７　一括建替え決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４以
上及び議決権（第４８条第１項にかかわらず、当該団地内建物の敷地の
持分の割合による。）総数の５分の４以上で行う。ただし、当該団地総
会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の３分
の２以上及び議決権（第４８条第１項に基づき、別表6に掲げる議決権
割合による。）総数の３分の２以上の賛成がなければならない。

変更無し

326

８ 敷地分割決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４以上及
び議決権（第４８条第１項にかかわらず、当該団地内建物の敷地の持分
の割合による。）総数の５分の４以上で行う。

８ 敷地分割決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４以上及
び議決権（第４８条第１項にかかわらず、当該団地内建物の敷地の持分
の割合による。）総数の５分の４以上で行う。

① 2021-4

327
8 前7項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権
を行使する者は、出席組合員とみなす。

９ 前７項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権
を行使する者は、出席組合員とみなす。

９ 前７項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権
を行使する者は、出席組合員とみなす。 変更無し

328

9 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の
権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならな
い。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否
してはならない。

10 第３項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員
の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならな
い。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否
してはならない。

10 第３項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員
の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならな
い。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否
してはならない。

変更無し

329

10 第3項第二号において、土地及び共用部分等の変更又は処分が、専
有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その
専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められ
ている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組
合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

11 第３項第二号において、土地及び共用部分等の変更が、専有部分又
は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分
を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組
合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正
当な理由がなければこれを拒否してはならない。

11 第３項第二号において、土地及び共用部分等の変更が、専有部分又
は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分
を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組
合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正
当な理由がなければこれを拒否してはならない。

変更無し

330
11 団地総会においては、第45条第1項によりあらかじめ通知した事項
についてのみ決議することができる。

12 団地総会においては、第４５条第１項によりあらかじめ通知した事
項についてのみ、決議することができる。

12 団地総会においては、第４５条第１項によりあらかじめ通知した事
項についてのみ、決議することができる。 変更無し

331 第50条（議決事項） （議決事項） （議決事項） ⑦ 2022-1

332
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければなら

ない。
第５０条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なけれ
ばならない。

第５０条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なけれ
ばならない。 変更無し

333 四 規約（第72条第一号の場合を除く。）及び使用細則等の制定、変更
又は廃止

一 規約（第７２条第一号の場合を除く。）及び使用細則等の制定、変更
又は廃止

一 規約（第７２条第一号の場合を除く。）及び使用細則等の制定、変更
又は廃止

変更無し

334 十二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 変更無し

335 一 収支決算及び業務報告 三 収支決算及び事業報告 三 収支決算及び業務報告 ④ 2021-7

336 二 収支予算及び業務計画 四 収支予算及び事業計画 四 収支予算及び業務計画 ④ 2021-7

337 五 長期修繕計画の作成又は変更 五 長期修繕計画の作成又は変更 五 長期修繕計画の作成又は変更 変更無し

338 三 管理費及び使用料等の額の決定又は変更及び賦課徴収方法 六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 ② 2021-5

339 八 修繕維持積立金の保管及び運用方法 七 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法 七 団地修繕積立金の保管及び運用方法 ② 2021-5
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340

八 適正化法第５条の３第１項に基づく管理計画の認定の申請、同法第５
条の６第１項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第５条の７
第１項に基づく管理計画の変更の認定の申請

八 適正化法第５条の３第１項に基づく管理計画の認定の申請、同法第５
条の６第１項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第５条の７
第１項に基づく管理計画の変更の認定の申請

② 2021-5

341 九 第21条第2項に定める管理の実施 九 第２１条第２項に定める管理の実施 九 第２１条第２項に定める管理の実施 変更無し

342

六 第29条第2項に定める特別の管理の実施（第72条第三号及び第四号
の場合を除く。）、並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕維
持積立金の取崩し

十 第２８条第１項又は第２９条第１項に定める特別の管理の実施（第７
２条第三号及び第四号の場合を除く。）並びにそれに充てるための資金
の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

十 第２８条第１項に定める特別の管理の実施（第７２条第三号及び第四
号の場合を除く。）並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修
繕積立金の取崩し

② 2021-5

343

七 第29条第3項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のた
めの修繕維持積立金の取崩し

十一 第２８条第２項、第３項若しくは第４項又は第２９条第２項若しく
は第３項に定める建替え等及び敷地分割に係る計画又は設計等の経費の
ための団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

十一 第２８条第２項、第３項若しくは第４項に定める建替え等及び敷地
分割に係る計画又は設計等の経費のための団地修繕積立金の取崩し ② 2021-5

344 十 区分所有法第69条第1項の場合の建替えの承認 十二 区分所有法第６９条第１項の場合の建替えの承認 十二 区分所有法第６９条第１項の場合の建替えの承認 変更無し
345 十一 区分所有法第70条第1項の場合の一括建替え 十三 区分所有法第７０条第１項の場合の一括建替え 十三 区分所有法第７０条第１項の場合の一括建替え 変更無し
346 十四 円滑化法第１０２条第１項に基づく除却の必要性に係る認定の申請 十四 円滑化法第１０２条第１項に基づく除却の必要性に係る認定の申請 ② 2021-5
347 十五 円滑化法第１１５条の４第１項の場合の敷地分割 十五 円滑化法第１１５条の４第１項の場合の敷地分割 ② 2021-5
348 十三 組合管理部分の管理業務委託契約の締結 十六 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 十六 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 ② 2021-5
349 十四 その他管理組合の業務に関する重要事項 十七 その他管理組合の業務に関する重要事項 十七 その他管理組合の業務に関する重要事項 変更無し

350
十五 土地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わ
ないものを除く。）

(削除）
⑦ 2022-1

351 第52条（議事録の作成、保管等） （議事録の作成、保管等） （議事録の作成、保管等） ① 2021-4

352
団地総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議

事録を作成しなければならない。
第５１条 団地総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録によ
り、議事録を作成しなければならない。

第５１条 団地総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録によ
り、議事録を作成しなければならない。 変更無し

353
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録し
なければならない。

２ 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しな
ければならない。

２ 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しな
ければならない。 変更無し

354

3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長
及び議長の指名する2名の団地総会に出席した組合員がこれに署名押印
しなければならない。

３ 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及
び議長の指名する２名の団地総会に出席した組合員がこれに署名しなけ
ればならない。

３ 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及
び議長の指名する２名の団地総会に出席した組合員がこれに署名しなけ
ればならない。

① 2021-4

355

4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているとき
は、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名
する2名の団地総会に出席した組合員が電子署名（電子署名及び認証業
務に関する法律第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。）をしな
ければならない。

４ 第２項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているとき
は、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名
する２名の団地総会に出席した組合員が電子署名（電子署名及び認証業
務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項の「電子署
名」をいう。以下同じ。）をしなければならない。

４ 第２項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているとき
は、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名
する２名の団地総会に出席した組合員が電子署名（電子署名及び認証業
務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項の「電子署
名」をいう。以下同じ。）をしなければならない。

① 2021-4

356

5 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁
的方法による請求があったときは、議事録の閲覧（議事録が電磁的記録
で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙
面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事
録の保管場所における閲覧をいう。）をさせなければならない。この場
合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができ
る。

５ 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的
方法による請求があったときは、議事録の閲覧（議事録が電磁的記録で
作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面
又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録
の保管場所における閲覧をいう。）をさせなければならない。この場合
において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

５ 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的
方法による請求があったときは、議事録の閲覧（議事録が電磁的記録で
作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面
又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録
の保管場所における閲覧をいう。）をさせなければならない。この場合
において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

変更無し

357
6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ
ならない。

６ 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければな
らない。

６ 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければな
らない。 変更無し

358 第51条（総会の決議に代わる書面による合意） （書面又は電磁的方法による決議） （書面又は電磁的方法による決議） ① 2021-4

359

規約により団地総会において決議をすべき場合において、組合員全員
の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができ
る。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、あ
らかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示
し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

第５２条 規約により団地総会において決議をすべき場合において、組合
員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすること
ができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾について
は、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容
を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

第５２条 規約により団地総会において決議をすべき場合において、組合
員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすること
ができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾について
は、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容
を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

変更無し
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360 2　前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 ２ 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 ２ 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 変更無し

361
一 第45条第4項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するも
の

一 第４６条第４項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するも
の

一 第４６条第４項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するも
の 変更無し

362 二　ファイルへの記録の方式 二 ファイルへの記録の方式 二 ファイルへの記録の方式 変更無し

363

3 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項ついて
は、組合員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面
又は電磁的方法による決議があったものとみなす。

３ 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項ついては、
組合員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は
電磁的方法による決議があったものとみなす。

３ 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項ついては、
組合員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は
電磁的方法による決議があったものとみなす。

変更無し

364

4 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項について
の書面又は電磁的方法による決議は、団地総会の決議と同一の効力を有
する。

４ 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項についての
書面又は電磁的方法による決議は、団地総会の決議と同一の効力を有す
る。

４ 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項についての
書面又は電磁的方法による決議は、団地総会の決議と同一の効力を有す
る。

変更無し

365

5 前条第5項及び第6項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係
る書面並びに第1項及び第3項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的
方法により作成される電磁的記録について準用する。

５ 前条第５項及び第６項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係
る書面並びに第１項及び第３項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁
的方法により作成される電磁的記録について準用する。

５ 前条第５項及び第６項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係
る書面並びに第１項及び第３項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁
的方法により作成される電磁的記録について準用する。

変更無し

366
6 団地総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について
準用する。

６ 団地総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準
用する。

６ 団地総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準
用する。 変更無し

367 第5節　理　事　会 第５節 理事会 第5節　理　事　会
368 第53条（理事会） （理事会） （理事会） ⑦ 2022-1
369 　理事会は、理事をもって構成する。 第５３条 理事会は、理事をもって構成する。 第５３条 理事会は、理事をもって構成する。 変更無し
370 ２ 理事会は、次に掲げる職務を行う。 ⑦ 2022-1

371
一 規約若しくは使用細則等又は団地総会の決議により理事会の権限とし
て定められた管理組合の業務執行の決定 ⑦ 2022-1

372 二 理事の職務の執行の監督 ⑦ 2022-1
373 三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任 ⑦ 2022-1
374 2　理事会の議長は、理事長が務める。 ３ 理事会の議長は、理事長が務める。 2　理事会の議長は、理事長が務める。 変更無し

375
3 前項にかかわらず，事前に準備された議題に限り，理事長は理事会
に出席した理事を指名して議長を務めさせることができる。

3 前項にかかわらず，事前に準備された議題に限り，理事長は理事会
に出席した理事を指名して議長を務めさせることができる。 変更無し

376
4 規約に定めのない理事会の運営の詳細は、細則に定めるところによ
る。

4 規約に定めのない理事会の運営の詳細は、細則に定めるところによ
る。 変更無し

377 第54条（招集） （招集） （招集） ⑥ 2021-9
378 　理事会は、理事長が招集する。 第５４条 理事会は、理事長が招集する。 第５４条 理事会は、理事長が招集する。 変更無し

379
2 理事が6名以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合にお
いては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。

２ 理事が○分の１以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合
には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。

2 理事が6名以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合にお
いては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 変更無し

380

３ 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった
日から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられ
ない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができ
る。

３ 前項の規定による請求があった日から7日以内に、その請求があった
日から14日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられ
ない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができ
る。

⑥ 2021-9

381

3 理事会の招集手続については、第45条（建替え承認決議又は一括建
替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除
く。）の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをするこ
とができる。

４ 理事会の招集手続については、第４５条（建替え承認決議、一括建替
え決議又は敷地分割決議を会議の目的とする場合の第１項及び第４項か
ら第８項までを除く。）の規定を準用する。この場合において、同条中
「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第１０項中「理事会の
承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとす
る。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

４ 理事会の招集手続については、第４５条（建替え承認決議、一括建替
え決議又は敷地分割決議を会議の目的とする場合の第１項及び第４項か
ら第８項までを除く。）の規定を準用する。この場合において、同条中
「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第１項中「２週間前」
とあるのは「１週間前」と、同条第１０項中「理事会の承認」とあるの
は「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理
事会において別段の定めをすることができる。

⑥ 2021-9

382 第55条（理事会の会議及び議事） （理事会の会議及び議事） （理事会の会議及び議事） ⑦ 2022-1

383

理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができ
ず、その議事は出席理事の過半数で決する。

第５５条 理事会の会議（WEB会議システム等を用いて開催する会議を
含む。）は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その
議事は出席理事の過半数で決する。

第５５条 理事会の会議（WEB会議システム等を用いて開催する会議を
含む。）は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その
議事は出席理事の過半数で決する。

⑦ 2022-1
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384
２ 次条第１項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があ
るときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。

２ 次条第１項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があ
るときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。 ⑦ 2022-1

385
３ 前２項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わる
ことができない。

３ 前２項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わる
ことができない。 ⑦ 2022-1

386

2 議事録については、第52条（第6項を除く。）の規定を準用する。
ただし、第52条第4項中「団地総会に出席した組合員」とあるのは「理
事会に出席した理事」と読み替えるものとする。

４ 議事録については、第５１条（第６項を除く。）の規定を準用する。
ただし、第５１条第４項中「団地総会に出席した組合員」とあるのは
「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。

４ 議事録については、第５１条（第６項を除く。）の規定を準用する。
ただし、第５１条第４項中「団地総会に出席した組合員」とあるのは
「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。

⑦ 2022-1

386.2

5. 理事に事故があり、やむを得ず理事会に出席できない場合は、その配
偶者または一親等の成人親族（理事が、組合員である法人の職務命令に
より理事となった者である場合は、法人が推挙する者）に限り、代理出
席を認める。この場合の手続き等の詳細は細則による。

⑦ 2022-1

387 第56条（議決事項） （議決事項） （議決事項） ⑦ 2022-1

388
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項

を決議する。
第５６条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げ
る事項を決議する。

第５６条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げ
る事項を決議する。 変更無し

389 （1）収支決算案、業務報告案、収支予算案及び業務計画案 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 一 収支決算案、業務報告案、収支予算案及び業務計画案 ④ 2021-7

390
（2）規約の変更及び諸細則の制定、変更又は廃止に関する案 二 規約（第７２条第一号の場合を除く。）及び使用細則等の制定、変更

又は廃止に関する案
二 規約（第７２条第一号の場合を除く。）及び使用細則等の制定、変更
又は廃止に関する案 ⑥ 2021-9

391 （3）長期修繕計画の作成又は変更に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 変更無し
392 （4）その他の団地総会提出議案 四 その他の団地総会提出議案 四 その他の団地総会提出議案 変更無し
393 （5）第17条に定める承認又は不承認 五 第１７条、第２１条及び第２２条に定める承認又は不承認 五 第１７条、第２１条及び第２２条に定める承認又は不承認 ① 2021-4
394 六 第６０条第３項に定める承認又は不承認 六 第６０条第３項に定める承認又は不承認 ① 2021-4

395
七 第６２条第４項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴
訟その他法的措置の追行

七 第６２条第４項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴
訟その他法的措置の追行 ① 2021-4

396 （6）第77条に定める勧告又は指示等 八 第７７条に定める勧告又は指示等 八 第７７条に定める勧告又は指示等 変更無し
397 （7）団地総会から付託された事項 九 団地総会から付託された事項 九 団地総会から付託された事項 変更無し

398
十 災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕
工事の実施等

十 災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕
工事の実施等 ① 2021-4

399 十一 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任 ⑦ 2022-1

400

２ 第５０条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場
合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための
資金の借入れ及び団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の取崩しについて
決議することができる。

２ 第５０条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場
合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための
資金の借入れ及び団地修繕積立金の取崩しについて決議することができ
る。

② 2021-5

401 第57条（専門委員会の設置） （専門委員会の設置） （専門委員会の設置） ① 2021-4

402
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、

特定の課題を調査又は検討させることができる。
第５７条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設
置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。

第５７条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設
置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。 変更無し

403
2　専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 ２ 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 ２ 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 変更無し

404 第7章　会　計 第７章 会計 第7章　会　計
405 第58条（会計年度） （会計年度） （会計年度） ① 2021-4

406
　管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第５８条 管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までと

する。
第５８条 管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までと
する。 変更無し

407 第59条（管理組合の収入及び支出） （管理組合の収入及び支出） （管理組合の収入及び支出） ⑨ 2022-3

408

管理組合の会計における収入は、管理費等及び使用料によるものと
し、その支出は第28条から第30条に定めるところにより諸費用に充当
する。

第５９条 管理組合の会計における収入は、第２５条に定める管理費等及
び第３１条に定める使用料によるものとし、その支出は第２７条から第
２９条及び第３１条に定めるところにより諸費用に充当する。

第５９条 管理組合の会計における収入は、第２５条に定める管理費等及
び第３１条に定める使用料によるものとし、その支出は第２７条、第２
８条及び第３１条に定めるところにより諸費用に充当する。

⑨ 2022-3

409 第60条（収支予算の作成及び変更） （収支予算の作成及び変更） （収支予算の作成及び変更） ⑧ 2022-2

410
理事長は、毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、その承認を

得なければならない。
第６０条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その
承認を得なければならない。

第６０条　理事長は、毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、そ
の承認を得なければならない。 変更無し



秦野南が丘もくせい⻄住宅管理組合 団地管理組合規約改定検討向け資料（規約改定案2024年度版） 2024/8/10版

20 / 24 ページ

# （現行　令和3年12月1日版）団地管理組合規約 20210622団地型標準管理規約 （改正案）団地管理組合規約（2024年度版） メモ

411
2 収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に
提出し、その承認を得なければならない。

２ 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に
提出し、その承認を得なければならない。

２ 収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提
出し、その承認を得なければならない。 変更無し

412

３ 理事長は、第５８条に定める会計年度の開始後、第１項に定める承認
を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合
には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。

３ 理事長は、第５８条に定める会計年度の開始後、第１項に定める承認
を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合
には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。

⑦ 2022-1

413

一 第２７条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、か
つ、第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる
もの

一 第２７条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、か
つ、第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる
もの

⑦ 2022-1

414

二 団地総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係
る経費であって、第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ない
と認められるもの

二 団地総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係
る経費であって、第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ない
と認められるもの

⑦ 2022-1

415
４ 前項の規定に基づき行った支出は、第１項の規定により収支予算案の
承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。

４ 前項の規定に基づき行った支出は、第１項の規定により収支予算案の
承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。 ⑦ 2022-1

416
５ 理事会が第５６条第１項第十号の決議をした場合には、理事長は、同
条第２項の決議に基づき、その支出を行うことができる。

５ 理事会が第５６条第１項第十号の決議をした場合には、理事長は、同
条第２項の決議に基づき、その支出を行うことができる。 ⑦ 2022-1

417
６ 理事長は、第２１条第６項の規定に基づき、土地及び共用部分等の保
存行為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる。

６ 理事長は、第２１条第６項の規定に基づき、土地及び共用部分等の保
存行為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる。 ⑦ 2022-1

418 第61条（会計報告） （会計報告） （会計報告） ① 2021-4

419
理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、定期総

会に報告し、その承認を得なければならない。
第６１条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、
通常総会に報告し、その承認を得なければならない。

第６１条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、
定期総会に報告し、その承認を得なければならない。 変更無し

420 第62条（管理費等の徴収） （管理費等の徴収） （管理費等の徴収） ② 2021-5

421

管理組合は、第25条に定める管理費等及び第31条に定める使用料に
ついて、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により第64
条に定める口座に受け入れることとし、当月分は別に定める徴収日まで
に一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する
場合には、別に定めるところによる。

第６２条 管理組合は、第２５条に定める管理費等及び第３１条に定める
使用料について、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法に
より第６４条に定める口座に受け入れることとし、当月分は別に定める
徴収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別
に徴収する場合には、別に定めるところによる。

第６２条 管理組合は、第２５条に定める管理費等及び第３１条に定める
使用料について、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法に
より第６４条に定める口座に受け入れることとし、当月分は別に定める
徴収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別
に徴収する場合には、別に定めるところによる。

変更無し

422

2 管理費等及び使用料その他団地総会で決議した費用については、事
由の如何を問わずそれぞれの納入期日に現に区分所有権を有する組合員
が納入しなければならない。

2 管理費等及び使用料その他団地総会で決議した費用については、事
由の如何を問わずそれぞれの納入期日に現に区分所有権を有する組合員
が納入しなければならない。

変更無し

423

3 組合員が第1項の期日までに納入すべき金員を納入しない場合におい
て、管理組合は、その未払金額について年利18.25パーセントの遅延損
害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算
して、その組合員に対して請求することができる。

２ 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管
理組合は、その未払金額について、年利○％の遅延損害金と、違約金と
しての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員
に対して請求することができる。

３　組合員が第１項の期日までに納入すべき金員を納入しない場合にお
いて、管理組合は、その未払金額について年利18.25パーセントの遅延
損害金と、管理組合が負担することになる一切の弁護士費用(違約金)並
びに違約金としての督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対
して請求することができる。

変更無し

424
３ 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行う
など、必要な措置を講ずるものとする。

４ 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行う
など、必要な措置を講ずるものとする。 ① 2021-4

425

4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決
議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することが
できる。

４ 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議
により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することがで
きる。

５ 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議
により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することがで
きる。

変更無し

426
5 第3項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収
の諸費用に相当する収納金は、第28条に定める費用に充当する。

５ 第２項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収
の諸費用に相当する収納金は、第２７条に定める費用に充当する。

６ 第３項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収
の諸費用に相当する収納金は、第２７条に定める費用に充当する。 変更無し

427
6 組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求及
び分割請求をすることができない。

６ 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は
分割請求をすることができない。

７ 組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求及び
分割請求をすることができない。 変更無し

428

7 管理費等の滞納者に対する督促等にあたって、管理組合は当該未払
金について催告を行った後、その事実を公示し、かつ当該団地建物所有
者の共用部分等の利用制限を行うことができる。

（削除）★
⑧ 2022-2

429 第63条（管理費等の過不足） （管理費等の過不足） （管理費等の過不足） ① 2021-4
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430

収支決算の結果、管理費にその余剰を生じた場合には、その余剰は翌
年度における管理費に充当し、一部を修繕維持積立金に充当することが
できる。

第６３条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は
翌年度における管理費に充当する。

第６３条 収支決算の結果、管理費にその余剰を生じた場合には、その余
剰は翌年度における管理費に充当し、一部を団地修繕積立金に充当する
ことができる。

⑩2022-10

431

2 管理費等に不足を生じた場合にあっては、管理組合は組合員に対し
て第26条第2項に定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な
金額の負担を求めることができる。

２ 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第２５
条第２項から第４項に定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必
要な金額の負担を求めることができる。

２ 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第２５
条第２項から第４項に定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必
要な金額の負担を求めることができる。

① 2021-4

432 第64条（預金口座の開設） （預金口座の開設） （預金口座の開設） ① 2021-4

433
管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設す

るものとする。
第６４条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を
開設するものとする。

第６４条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を
開設するものとする。 変更無し

434 第65条（借入れ） （借入れ） （借入れ） ② 2021-5

435
管理組合は、第29条第2項に定める業務を行うため必要な範囲内にお

いて、借入れをすることができる。
第６５条 管理組合は、第２８条第１項又は第２９条第１項に定める業務
を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。

第６５条 管理組合は、第２８条第１項に定める業務を行うため必要な範
囲内において、借入れをすることができる。 ② 2021-5

436 第66条（帳票類の作成、保管） （帳票類等の作成、保管） （帳票類等の作成、保管） ① 2021-4

437

理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類
を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人
の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これら
を閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の
日時、場所等を指定することができる。

第６６条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の
帳票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害
関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、
これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、
相当の日時、場所等を指定することができる。

第６６条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の
帳票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員（資料
３）又は利害関係人（資料４）の理由を付した書面又は電磁的方法によ
る請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合
において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

変更無し

438

２ 理事長は、第３３条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書
及び同条第六号の修繕等の履歴情報を、書面又は電磁的記録により保管
し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請
求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

２ 理事長は、第３４条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書
及び同条第六号の修繕等の履歴情報を、書面又は電磁的記録により保管
し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請
求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

２ 理事長は、第３４条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書
及び同条第六号の修繕等の履歴情報を、書面又は電磁的記録により保管
し、組合員（資料３）又は利害関係人（資料４）の理由を付した書面又
は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければな
らない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定す
ることができる。

変更無し

439

３ 理事長は、第５２条第５項（第５５条第２項において準用される場合
を含む。）、本条第１項及び第２項、第７４条第６項並びに第８２条第
２項及び第４項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理
に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又
は電磁的方法による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記
入した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によ
り提供することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方
にその費用を負担させることができる。

３ 理事長は、第５１条第５項（第５５条第４項において準用される場合
を含む。）、本条第１項及び第２項、第７４条第６項並びに第８２条第
２項及び第４項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理
に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又
は電磁的方法による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記
入した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によ
り提供することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方
にその費用を負担させることができる。

３ 理事長は、第５１条第５項（第５５条第４項において準用される場合
を含む。）、本条第１項及び第２項、第７４条第６項並びに第８２条第
２項及び第４項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理
に関する情報については、組合員（資料３）又は利害関係人（資料４）
の理由を付した書面又は電磁的方法による請求に基づき、当該請求をし
た者が求める情報を記入した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき
事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、理
事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。

変更無し

440
４ 電磁的記録により作成された書類等の閲覧については、第５２条第５
項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。

４ 電磁的記録により作成された書類等の閲覧については、第５１条第５
項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。

４ 電磁的記録により作成された書類等の閲覧については、第５１条第５
項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。 変更無し

441
５ 第１項の組合員名簿およびその他の帳票の管理等の管理組合業務に
おける個人情報の取扱いについては、個人情報管理細則に定める。

（削除）
⑧ 2022-2

442 第67条（消滅時の財産の清算） （消滅時の財産の清算） （消滅時の財産の清算） ⑧ 2022-2

443

管理組合が消滅する場合、その残余財産について、第10条に定める各
団地建物所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各団地建物所有者
に、帰属するものとする。

第６７条 管理組合が消滅する場合、その残余財産について、団地に係る
部分については、第１０条に定める各団地建物所有者の団地共用部分の
共有持分割合に応じて各団地建物所有者に、各棟に係る部分について
は、第１０条に定める各区分所有者の棟の共用部分の共有持分割合に応
じて各区分所有者に、帰属するものとする。

第６７条 管理組合が消滅する場合、その残余財産について、団地に係る
部分については、第１０条に定める各団地建物所有者の団地共用部分の
共有持分割合に応じて各団地建物所有者に、各棟に係る部分について
は、第１０条に定める各区分所有者の棟の共用部分の共有持分割合に応
じて各区分所有者に、帰属するものとする。

⑧ 2022-2

答申②の(B)の(3)により、#444～516を削除
517 第9章　雑　則 第９章 雑則 第9章　雑　則
518 第77条（理事長の勧告及び指示等） （理事長の勧告及び指示等） （理事長の勧告及び指示等） ① 2021-4
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519

団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人（以下「団地建物所有者等」という。）が法令、規約
又は諸細則に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を
乱す行為を行ったときは、理事長は理事会の決議を経てその団地建物所
有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行
うことができる。

第７７条 団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受け
た者若しくはその同居人（以下「団地建物所有者等」という。）が、法
令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同
生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て
その団地建物所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若
しくは警告を行うことができる。

第７７条 団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受け
た者若しくはその同居人（以下「団地建物所有者等」という。）が、法
令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同
生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て
その団地建物所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若
しくは警告を行うことができる。

① 2021-4

520

2 団地建物所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を
受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正
等のため必要な措置を講じなければならない。

２ 団地建物所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受
けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等
のため必要な措置を講じなければならない。

２ 団地建物所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受
けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等
のため必要な措置を講じなければならない。

変更無し

521

3 団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、
又は団地建物所有者等若しくは団地建物所有者等以外の第三者が土地、
共用部分及び附属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、理
事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。

３ 団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又
は団地建物所有者等若しくは団地建物所有者等以外の第三者が土地、団
地共用部分及び附属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、
理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。

３ 団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又
は団地建物所有者等若しくは団地建物所有者等以外の第三者が土地、団
地共用部分及び附属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、
理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。

① 2021-4

522
（1）行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関
し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 変更無し

523

（2）土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は
不当利得による返還金の請求又は受領に関し、団地建物所有者のため
に、訴訟の原告又は被告になること、その他法的措置をとること

二 土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当
利得による返還金の請求又は受領に関し、団地建物所有者のために、訴
訟の原告又は被告になること、その他法的措置をとること

二 土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当
利得による返還金の請求又は受領に関し、団地建物所有者のために、訴
訟の原告又は被告になること、その他法的措置をとること

変更無し

524
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約
金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。

４ 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金
としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。

４ 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金
としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 変更無し

525
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する
収納金は、第28条に定める費用に充当する。

５ 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収
納金は、第２７条に定める費用に充当する。

５ 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収
納金は、第２７条に定める費用に充当する。 変更無し

526

6 理事長は、第3項の規定に基づき、団地建物所有者のために、原告又
は被告となったときは、遅滞なく、団地建物所有者にその旨を通知しな
ければならない。この場合には、第45条第2項及び第3項の規定を準用
する。

６ 理事長は、第３項の規定に基づき、団地建物所有者のために、原告又
は被告となったときは、遅滞なく、団地建物所有者にその旨を通知しな
ければならない。この場合には、第４５条第２項及び第３項の規定を準
用する。

６ 理事長は、第３項の規定に基づき、団地建物所有者のために、原告又
は被告となったときは、遅滞なく、団地建物所有者にその旨を通知しな
ければならない。この場合には、第４５条第２項及び第３項の規定を準
用する。

変更無し

527 第78条（合意管轄裁判所） （合意管轄裁判所） （合意管轄裁判所） ① 2021-4

528

この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所
在地を管轄する地方（簡易）裁判所をもって、第一審管轄裁判所とす
る。

第７８条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象
物件所在地を管轄する○○地方（簡易）裁判所をもって、第一審管轄裁
判所とする。

第７８条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象
物件所在地を管轄する横浜地方・家庭裁判所小田原支部をもって、第一
審管轄裁判所とする。

⑧ 2022-2

529 2　第72条第二号に関する訴訟についても、前項と同様とする。 ２ 第７２条第二号に関する訴訟についても、前項と同様とする。 ２ 第７２条第二号に関する訴訟についても、前項と同様とする。 変更無し
530 第79条（市及び近隣住民との協定の遵守） （市及び近隣住民との協定の遵守） （市及び近隣住民との協定の遵守） ① 2021-4

531
団地建物所有者は、管理組合が秦野市又は近隣住民と締結した協定に

ついて、これを誠実に遵守しなければならない。
第７９条 団地建物所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した
協定について、これを誠実に遵守しなければならない。

第７９条 団地建物所有者は、管理組合が秦野市又は近隣住民と締結した
協定について、これを誠実に遵守しなければならない。 変更無し

532 第80条（細則） （細則） （細則） ⑧ 2022-2

533
団地総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ

いては、別に細則を定めることができる。
第８０条 団地総会、棟総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への
届出事項等については、別に細則を定めることができる。

第８０条　団地総会、棟総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合へ
の届出事項等については、別に細則を定めることができる。 ⑧ 2022-2

533.2
2 組合員名簿およびその他の帳票の管理等の管理組合業務における個人
情報の取扱いについては、個人情報管理細則に定める。 ⑧ 2022-2

534 第81条（規約外事項） （規約外事項） （規約外事項） ① 2021-4

535
規約及び諸細則に定めのない事項については、区分所有法その他の法

令の定めるところによる。
第８１条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法
その他の法令の定めるところによる。

第８１条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法
その他の法令の定めるところによる。 変更無し

536
2 規約及び諸細則又は法令のいずれにも定めのない事項については、
団地総会の決議により定める。

２ 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、
団地総会の決議により定める。

２ 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、
団地総会の決議により定める。 変更無し

537 第82条（規約原本） （規約原本等） （規約原本等） ⑤ 2021-8

538
　この規約及び諸細則の一通を規約原本とする。 第８２条 この規約を証するため、団地建物所有者全員が書面に署名又は

電磁的記録に電子署名した規約を１通作成し、これを規約原本とする。
第８２条 この規約及び使用細則等の一通を規約原本とする。

② 2021-5



秦野南が丘もくせい⻄住宅管理組合 団地管理組合規約改定検討向け資料（規約改定案2024年度版） 2024/8/10版

23 / 24 ページ

# （現行　令和3年12月1日版）団地管理組合規約 20210622団地型標準管理規約 （改正案）団地管理組合規約（2024年度版） メモ

539

2 規約原本は、理事長が保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書
面又は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせな
ければならない。

２ 規約原本は、理事長が保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書面
又は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなけ
ればならない。

２ 規約原本は、理事長が保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書面
又は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなけ
ればならない。

変更無し

540

3 規約が規約原本の内容から団地総会決議により変更されているとき
は、理事長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容
と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した団地総会の議事録の内
容と相違ないことを記載し、署名押印又は電子署名した上で、この書面
又は電磁的記録を保管する。

３ 規約が規約原本の内容から団地総会決議又は棟総会決議により変更さ
れているときは、理事長は、１通の書面又は電磁的記録に、現に有効な
規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した団地総会又
は棟総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名又は電子署名し
た上で、この書面又は電磁的記録を保管する。

３ 規約が規約原本の内容から団地総会決議又は棟総会決議により変更さ
れているときは、理事長は、１通の書面又は電磁的記録に、現に有効な
規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した団地総会又
は棟総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名又は電子署名し
た上で、この書面又は電磁的記録を保管する。

① 2021-4

541

4 団地建物所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求が
あったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した団地総会の議
事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録
（以下「規約原本等」という。）の閲覧をさせなければならない。

４ 団地建物所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求が
あったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した団地総会又は
棟総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した
電磁的記録（以下「規約原本等」という。）並びに現に有効な第１８条
に基づく使用細則及び第８０条に基づく細則その他の細則の内容を記載
した書面又は記録した電磁的記録（以下「使用細則等」という。）の閲
覧をさせなければならない。

４ 団地建物所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求が
あったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した団地総会又は
棟総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した
電磁的記録（以下「規約原本等」という。）並びに現に有効な第１８条
に基づく使用細則及び第８０条に基づく細則その他の細則の内容を記載
した書面又は記録した電磁的記録（以下「使用細則等」という。）の閲
覧をさせなければならない。

⑤ 2021-8

542
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日
時、場所等を指定することができる。

５ 第２項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日
時、場所等を指定することができる。

５ 第２項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日
時、場所等を指定することができる。 変更無し

543
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ
ればならない。

６ 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所
を掲示しなければならない。

６ 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所
を掲示しなければならない。 ⑤ 2021-8

544
7 電磁的記録により作成された規約原本等の閲覧については、第52条
第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。

７ 電磁的記録により作成された規約原本等及び使用細則等の閲覧につい
ては、第５１条第５項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。

７ 電磁的記録により作成された規約原本等及び使用細則等の閲覧につい
ては、第５１条第５項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。 ⑤ 2021-8

545 附　則（平成三年三月二十五日） 附 則 附　則（平成三年三月二十五日）
546 第1条（規約の発効） （規約の発効） 第1条（規約の発効） 変更無し
547 　この規約は、平成3年3月25日から施行する。 第１条 この規約は、平成○年○月○日から効力を発する。 　この規約は、平成3年3月25日から施行する。 変更無し
548 第2条（管理組合の成立） 第2条（管理組合の成立） 変更無し
549 　管理組合は、平成3年3月25日に成立したものとする。 　管理組合は、平成3年3月25日に成立したものとする。 変更無し
550 第3条（役員の選出及び任期） 第3条（役員の選出及び任期） 変更無し

551
最初に建物の引渡しが行われたときの役員は、第34条及び第35条の

規定にかかわらず選出する。
最初に建物の引渡しが行われたときの役員は、第34条及び第35条の

規定にかかわらず選出する。 変更無し

552
なお、初年度における役員の任期は、第36条第1頂の規定にかかわら

ず施行の日から平成4年3月31日までとする。
なお、初年度における役員の任期は、第36条第1頂の規定にかかわら

ず施行の日から平成4年3月31日までとする。 変更無し

553 第4条（初年度における会計年度） 第4条（初年度における会計年度） 変更無し

554
初年度における会計年度は、第56条の規定にかかわらず施行の日から

平成4年3月31日までとする。
初年度における会計年度は、第56条の規定にかかわらず施行の日から

平成4年3月31日までとする。 変更無し

555 第5条（管理組合加入金） 第5条（管理組合加入金） 変更無し

556

組合員は、集会所（管理事務室を含む。）等における備品購入に要す
る費用ならびに管理組合の成立に要する費用等を管理組合加入金として
別に定める方法により管理組合に納入しなければならない。なお、余剰
金が生じた場合は管理費に繰入れる。

組合員は、集会所（管理事務室を含む。）等における備品購入に要す
る費用ならびに管理組合の成立に要する費用等を管理組合加入金として
別に定める方法により管理組合に納入しなければならない。なお、余剰
金が生じた場合は管理費に繰入れる。

変更無し

557 第6条（規約の同意） 第6条（規約の同意） 変更無し

558
この規約が組合員全員の合意により成立したことを証するために、別

に各自記名押印する。
この規約が組合員全員の合意により成立したことを証するために、別

に各自記名押印する。 変更無し

559 附　則（平成十七年三月二十七日） 附　則（平成十七年三月二十七日） 変更無し

560 第1条（改定規約の発効期日） 第1条（改定規約の発効期日） 変更無し
561 　この規約は、平成17年4月1日から施行する。 　この規約は、平成17年4月1日から施行する。 変更無し
562 第2条（役員の選出及び任期） 第2条（役員の選出及び任期） 変更無し
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563

改定規約の発効期日がその任期に含まれる役員の任期は選出時に有効
であった規約に定められた任期とする．ただし、規約改定により経過措
置として必要となる任期の延長等の変更については，規約改定を議決し
た団地総会において別途提案され、議決された方法によるものとする．

改定規約の発効期日がその任期に含まれる役員の任期は選出時に有効
であった規約に定められた任期とする．ただし、規約改定により経過措
置として必要となる任期の延長等の変更については，規約改定を議決し
た団地総会において別途提案され、議決された方法によるものとする．

変更無し

565 附　則（平成二十五年五月二十六日） 附　則（平成二十五年五月二十六日） 変更無し

566 第1条（改定規約の発効期日） 第1条（改定規約の発効期日） 変更無し
567 　この規約は、平成25年5月26日から施行する。 　この規約は、平成25年5月26日から施行する。 変更無し

569 附　則（平成二十八年五月二十九日） 附　則（平成二十八年五月二十九日） 変更無し

570 第１条（改訂規約の発効期日） 第１条（改訂規約の発効期日） 変更無し
571 　この規約は、平成28年5月30日から施行する。 　この規約は、平成28年5月30日から施行する。 変更無し

573 附　則（平成三十年十月二十九日） 附　則（平成三十年十月二十九日） 変更無し

574 第１条（改訂規約の発効期日） 第１条（改訂規約の発効期日） 変更無し
575 　この規約は、平成30年10月29日から施行する。 　この規約は、平成30年10月29日から施行する。 変更無し

577 附　則（令和元年六月一日） 附　則（令和元年六月一日） 変更無し

578 第１条（改訂規約の発効期日） 第１条（改訂規約の発効期日） 変更無し
579 　この規約は、令和元年6月1日から施行する。 　この規約は、令和元年6月1日から施行する。 変更無し

581 附　則（令和X年Y月Z日）
582 第１条（改訂規約の発効期日）
583 　この規約は、令和X年Y月1日から施行する。


